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中
国
研
究
集
刊

湯
浅
邦
弘
教
授
退
休
記
念
号
（
第
六
十
九
号
）

令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
三
月

一
七

四
〇
頁

―

〈
記
念
論
文
〉

大
阪
市
公
会
堂
壁
記
の
成
立

─

―

近
代
文
人
の
相
互
研
鑽
に
つ
い
て

湯

浅

邦

弘

序

言

大
阪
市
北
区
中
之
島
一
丁
目
に
あ
る
中

央
公
会
堂
は
、
そ
の
西
隣
の
大
阪
府
立
図

書
館
と
と
も
に
中
之
島
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク

と
な
っ
て
い
る
。

東
京
駅
舎
を
想
わ
せ
る
よ
う
な
赤
い
煉

瓦
の
壁
と
美
し
い
ア
ー
チ
の
外
観
。
正
面

の
石
段
を
昇
っ
て
玄
関
を
入
る
と
、
高
い

吹
き
抜
け
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
が
あ

る
。
周
囲
を
見
渡
す
と
、
左
側
壁
面
に
大

き
な
銅
版
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
気
づ

く
。
近
寄
っ
て
見
る
と
、
本
文
百
四
十
一

字
か
ら
な
る
漢
文
が
記
さ
れ
て
い
て
、
末

尾
に
は
「
大
正
七
年
十
一
月

大
阪
市
長
池
上
四
郎
」
と
署
名
さ
れ
て
い
る
。

池
上
四
郎
（
一
八
五
七
～
一
九
二
九
）
は
会
津
出
身
の
政
治
家
で
、
大
正
二
年
（
一

九
一
三
）
か
ら
三
期
十
年
に
わ
た
っ
て
大
阪
市
長
を
務
め
た
。
大
阪
市
が
市
域
を
大
幅

に
拡
大
し
、
人
口
も
二
百
万
人
を
超
え
て
東
京
市
を
上
回
る
、
い
わ
ゆ
る
「
大
大
阪
」

だ

い

お

お

さ

か

時
代
に
市
政
を
担
当
し
た
市
長
で
あ
る
。

。

こ
の
池
上
に
よ
る
公
会
堂
の
漢
文
に
は
建
設
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い

た
だ
、
多
忙
な
政
治
家
で
あ
っ
た
池
上
が
自
ら
そ
れ
を
起
草
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
銅
版
の
周
囲
に
は
何
も
説
明
が
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
公
会
堂
外
壁
の
基
礎
と
な
る

石
垣
部
分
に
は
、
渋
沢
栄
一

に
よ
る
「
定
礎
」
の
文
字
が

刻
ま
れ
て
い
る
。
近
代
資
本、

主
義
の
父
と
さ
れ
る
渋
沢
は

こ
の
公
会
堂
と
ど
の
よ
う
な

関
係
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

大阪市中央公会堂

銅版壁記
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本
稿
で
は
、
こ
の
銅
版
の
漢
文
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
謎
を
追
究
し
て
み

た
い
。
ま
た
、
当
時
に
お
い
て
は
、
記
念
碑
、
墓
碑
銘
な
ど
を
重
厚
な
漢
文
で
記
す
の

は
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
漢
文
の
起
草
、
お
よ
び
近
代
文
人
た
ち
の

相
互
研
鑽
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

一

中
之
島
公
会
堂
の
誕
生

ま
ず
、
こ
の
公
会
堂
の
漢
文
を
解
読
す
る
前
に
、
そ
の
前
身
と
し
て
建
設
さ
れ
た
旧

公
会
堂
（
中
之
島
公
会
堂
）
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

、

。

中
之
島
の
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に
は

も
と
も
と
旧
公
会
堂
と
豊
国
神
社
が
建
っ
て
い
た

豊
国
神
社
は
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇

、
別
格
官
幣
社
豊
国
神
社
の
別
社
と
し
て
建
立

）

、

（

）
、

、

さ
れ

大
正
元
年

一
九
一
二

大
阪
府
立
図
書
館
の
西
側
の
公
園
内
に
移
さ
れ
た
後

さ
ら
に
昭
和
三
十
六
年
、
大
阪
城
内
に
移
設
さ
れ
た
。

そ
も
そ
も
中
之
島
と
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
川
に
は
さ
ま
れ
た
中
洲
で
あ
る
。
京
都

か
ら
大
阪
へ
流
れ
込
む
淀
川
が
大
阪
市
内
で
蛇
行
し
、
堂
島
川
と
土
佐
堀
川
に
分
岐
す

。

「

」

。

る

そ
の
二
つ
の
川
に
は
さ
ま
れ
た
東
西
三
キ
ロ
ほ
ど
の
中
洲
が

中
之
島

で
あ
る

江
戸
時
代
の
最
盛
期
に
は
百
三
十
を
超
え
る
諸
藩
の
蔵
屋
敷
が
あ
っ
た
。
米
の
取
引

が
行
わ
れ
る
堂
島
米
会
所
に
隣
接
し
て
い
て
、
年
貢
米
の
換
金
や
物
産
品
の
取
引
の
た

め
の
利
便
性
が
良
く
、
堂
島
川
と
土
佐
堀
川
に
は
さ
ま
れ
て
水
運
も
良
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

現
在
の
中
之
島
五
丁
目
に
あ
る
リ
ー
ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
は
、
も
と
高
松
藩
蔵
屋
敷

が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ホ
テ
ル
の
前
庭
に
は
「
蔵
屋
敷
跡
」
の
石
碑
が
あ
る
。
そ
の
東

の
中
之
島
四
丁
目
に
令
和
四
年
二
月
オ
ー
プ
ン
し
た
中
之
島
美
術
館
は
、
美
術
館
建
設

の
た
め
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
か
ら
始
め
ら
れ
た
調
査
で
、
そ
の
敷
地
内
か
ら
広
島

藩
蔵
屋
敷
の
遺
構
が
発
見
さ
れ
た
。
中
之
島
三
丁
目
に
あ
る
三
井
ビ
ル
は
旧
黒
田
藩
蔵

屋
敷
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
の
ビ
ル
建
設
の
際
、
そ
の
長
屋

、

、

。

門
遺
構
が
大
阪
市
に
寄
附
さ
れ

現
在

天
王
寺
の
市
立
美
術
館
南
門
と
な
っ
て
い
る

、

（

）

、

ま
た

堂
島
川
を
は
さ
ん
だ
対
岸

北
側

に
は
か
つ
て
中
津
藩
の
蔵
屋
敷
が
あ
り

こ
こ
に
は

「
豊
前
国
中
津
藩
蔵
屋
鋪
之
跡
」
と
「
福
澤
諭
吉
誕
生
地
」
の
石
碑
が
建
っ

、

て
い
る
。
一
方
、
土
佐
堀
川
を
は
さ
ん
だ
対
岸
（
南
側
）
の
三
井
倉
庫
ビ
ル
の
東
南
角

に
は
「
薩
摩
藩
蔵
屋
敷
跡
」
の
石
碑
が
あ
る
。

（

）

、

こ
れ
ら
の
蔵
屋
敷
は
明
治
五
年

一
八
七
二

の
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
廃
止
と
な
り

そ
の
後
、
公
共
施
設
と
な
っ
た
り
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
り
し
た
。
そ
の
施
設
の
一

つ
が
旧
公
会
堂
で
あ
る
。

で
は
、
旧
公
会
堂
は
い
つ
竣
工
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
明
治
三

十
六
年
（
一
九
〇
三
）
と
す
る
論
文
・
著
書
が
散
見
さ
れ
る
が

、
実
は
そ
の
前

（
注
１
）

年
の
明
治
三
十
五
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
当
時
の
新
聞
記
事
で
確
認
さ
れ
る

。

（
注
２
）

、

。

旧
公
会
堂
建
設
の
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
の
は

第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
で
あ
る

こ
れ
は
、
明
治
政
府
が
殖
産
興
業
政
策
の
一
環
と
し
て
開
催
し
た
物
産
・
工
芸
品
な
ど

の
国
内
博
覧
会
で
、
第
一
回
が
明
治
十
年
（
一
八
七
七

、
東
京
上
野
公
園
を
会
場
と
し

）

て
開
催
さ
れ
た
。
期
間
は
百
十
二
日
、
出
品
点
数
は
八
万
四
千
点
余
り
、
総
入
場
者
数

は
四
十
五
万
人
余
り
。
そ
の
後
、
徐
々
に
規
模
を
拡
大
し
な
が
ら
数
年
に
一
回
の
ペ
ー

ス
で
続
き
、
第
五
回
が
明
治
三
十
六
年
に
大
阪
で
開
催
さ
れ
た

。

（
注
３
）

こ
の
第
五
回
の
出
品
点
数
は
二
十
七
万
六
千
点
余
り
、
会
期
は
三
月
一
日
か
ら
七
月

三
十
一
日
の
五
ヶ
月
間
。
期
間
中
の
総
入
場
者
数
は
五
百
三
十
万
人
余
に
の
ぼ
り
、
明

治
時
代
に
開
か
れ
た
博
覧
会
で
は
最
大
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
。
水
族
館
・
動
物
園
も

併
設
さ
れ
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ュ
ー
ト
（
舟
す
べ
り

、
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
の
ア
ト

）

ラ
ク
シ
ョ
ン
も
備
え
る
な
ど
テ
ー
マ
パ
ー
ク
的
要
素
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
国
外
か
ら
の

出
品
も
多
数
あ
り
、
事
実
上
、
万
国
博
覧
会
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
大
阪
市
で
は
、

こ
れ
に
あ
わ
せ
て
市
内
の
建
築
物
、
公
園
な
ど
の
整
備
を
進
め
た
。
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そ
の
一
つ
が
、
明
治
三
十
六
年
一
月
に
竣
工
し
た
「
大
阪
ホ
テ
ル
」
で
あ
る
。
大
阪

ホ
テ
ル
は
、
外
国
人
も
宿
泊
で
き
る
大
阪
初
の
洋
式
ホ
テ
ル
で
、
場
所
は
、
現
在
の
公

会
堂
の
東
側
に
あ
っ
た
。
大
正
時
代
の
終
わ
り
に
焼
失
し
、
そ
の
跡
地
は
現
在
、
公
会

堂
横
の
広
場
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
旧
公
会
堂
も
、
勧
業
博
覧
会
の
開
催
に
合
わ
せ
て
明
治
三
十

六
年
に
大
阪
ホ
テ
ル
と
と
も
に
竣
工
し
た
と
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
実
際
の
竣
工
は
前
年
の
十
一
月
。
ま
ず
一
日
に
開
場
式
が
挙
行
さ
れ
、
二

日
後
の
「
天
長
節
」
す
な
わ
ち
十
一
月
三
日
か
ら
運
用
開
始
さ
れ
、
次
々
に
各
種
催
事

が
行
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
公
会
堂
建
設
は
、
日
本
全
国
で
も
早
い
事
例
で
あ
る
が
、
明
治
時
代
に

公
会
堂
が
必
要
と
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
に
ス
ピ
ー
チ
文
化
の
導
入
が
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
ま
で
の
日
本
で
は
、
畳
の
間
に
座
っ
て
静
か
に
話
す
と
い
う
の
が
通
常
で

あ
り
、
不
特
定
多
数
の
観
衆
を
前
に
立
っ
て
大
き
な
声
で
話
す
と
い
う
習
慣
は
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
幕
末
か
ら
明
治
維
新
に
か
け
て
欧
米
留
学
を
経
験
し
た
福
沢
諭
吉
が

「
ス
ピ
ー
チ
」
の
文
化
を
持
ち
帰
る
。
慶
應
義
塾
に
「
三
田
演
説
館
」
を
作
り
、
教
職

員
も
学
生
も
こ
こ
で
ス
ピ
ー
チ
の
練
習
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
自
由
民
権
運
動
の
高
ま

り
や
国
会
開
設
の
気
運
に
も
後
押
し
さ
れ
て
「
演
説

「
講
演
」
の
文
化
が
定
着
し
て
い

」

っ
た
。

そ
の
際
に
必
要
と
な
っ
た
の
が
、
公
会
堂
な
の
で
あ
る

「
公
会
」
と
言
わ
れ
る
よ
う

。

に
、
そ
の
弁
舌
は
公
衆
に
向
か
っ
て
話
す
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ

れ
は
、
野
外
で
は
な
く
、
天
候
に
左
右
さ
れ
ず
昼
夜
を
問
わ
な
い
建
物
内
で
あ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
た
。
後
に
東
京
市
長
、
国
会
議
員
を
長
期
に
わ
た
っ
て
務
め
る
尾
崎
行
雄

は
「
憲
政
の
父
」
と
称
さ
れ
た
が
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
に
『
公
会
演
説
法
』
を

、

、

「

」

。

刊
行
し

そ
の
中
で

欧
米
に
は
至
る
と
こ
ろ
に

会
堂

が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

中
之
島
公
会
堂
以
外
の
建
設
例
と
し
て
は
、
京
都
で
は
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
完

成
の
岡
崎
公
会
堂
、
東
京
で
は
安
田
善
次
郎
の
遺
族
が
建
設
し
て
大
正
十
五
年
（
一
九

二
六
）
に
東
京
市
に
寄
附
し
た
本
所
公
会
堂
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
竣
工
の
日
比

谷
公
会
堂
な
ど
が
早
い
例
と
な
る
。

明
治
三
十
五
年
十
一
月
に
木
造
二
階
建
て
で
竣
工
し
た
旧
公
会
堂
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

催
し
、
講
演
会
な
ど
に
活
用
さ
れ
て
い
っ
た
。
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
八
月
十

八
日
に
は
、
大
阪
朝
日
新
聞
社
主
催
の
大
講
演
会
が
開
催
さ
れ
、
夏
目
漱
石
、
西
村
天

囚
な
ど
が
登
壇
し
た
。
聴
衆
は
満
員
の
「
四
千
七
八
百
」
人
だ
っ
た
と
い
う

。

（
注
４
）

二

岩
本
栄
之
助
の
寄
附
と
新
公
会
堂
の
建
設

こ
う
し
て
旧
公
会
堂
は
竣
工
し
、
各
種
の
催
事
に
活
用
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
新

公
会
堂
を
建
設
す
る
話
が
急
浮
上
す
る
。

そ
れ
は
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
三
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
阪
の
実
業
家

岩
本
栄
之
助
が
大
阪
市
に
百
万
円
の
寄
附
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
現
在
の
貨
幣
価
値

に
換
算
し
て
数
十
億
円
と
さ
れ
る
巨
額
の
寄
附
で
あ
る

。

（
注
５
）

岩
本
栄
之
助
は
明
治
十
年
（
一
八
七
七

、
大
阪
の
両
替
商
「
岩
本
商
店
」
の
次
男
と

）

し
て
生
ま
れ
た
。
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
に
家
督
を
継
ぎ
、
大
阪
株
式
取
引
所

の
仲
買
人
と
な
る
。
日
露
戦
争
終
結
後
の
激
し
い
株
暴
騰
で
、
多
く
の
仲
買
人
た
ち
が

窮
地
に
陥
っ
た
の
に
際
し
、
岩
本
が
相
場
に
介
入
し
て
仲
買
人
た
ち
を
救
い

「
北
浜
の

、

恩
人
」
と
称
さ
れ
た
。

明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九

、
渋
沢
栄
一
を
団
長
と
す
る
渡
米
実
業
団
に
加
わ
っ
て

）

米
国
を
視
察
。
そ
の
際
、
米
国
の
公
共
施
設
の
立
派
さ
や
富
豪
た
ち
が
収
益
を
公
共
事

業
に
投
資
す
る
様
子
に
強
い
印
象
を
受
け
、
帰
国
後
、
こ
の
寄
附
に
つ
な
が
っ
た
と
さ

れ
る
。

三
月
時
点
で
は
、
寄
附
金
の
具
体
的
な
使
途
は
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
岩
本
が
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渋
沢
に
一
任
し
、
大
阪
府
知
事
高
崎
親
章
、
大
阪
市
長
植
村

俊

平
な
ど
か
ら
な
る
立
案

た

か

さ

き

ち

か

あ

き

う

え

む

ら

し

ゅ

ん

ぺ

い

「

」

。

、

委
員
会
と
協
議
し
て

中
央
公
会
堂

の
建
設
費
に
充
て
る
こ
と
と
な
っ
た

そ
の
後

財
団
法
人
公
会
堂
建
設
事
務
所
が
コ
ン
ペ
を
行
い
、
建
築
顧
問
の
辰
野
金
吾
か
ら
指
名

た

つ

の

き

ん

ご

さ
れ
た
建
築
家
十
三
名
か
ら
図
面
の
提
出
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
か
ら
早
稲
田
大
学
教
授

岡
田
信
一
郎
の
案
が
採
用
さ
れ
、
そ
の
原
案
を
基
に
建
築
事
務
所
が
具
体
的
な
意
匠
を

決
定
し
て
い
っ
た
。
東
京
駅
や
日
本
銀
行
京
都
支
店
（
現
・
京
都
文
化
博
物
館
）
の
赤

煉
瓦
建
築
を
髣
髴
と
さ
せ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
「
辰
野
式
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。建

設
が
始
ま
る
の
は
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
六
月
。
二
年
後
の
大
正
四
年
（
一
九

一
五
）
十
月
八
日
に
、
渋
沢
栄
一
を
招
い
て
定
礎
式
が
挙
行
さ
れ
た
。
旧
公
会
堂
が
そ

れ
に
先
立
つ
大
正
二
年
三
月
に
天
王
寺
公
園
内
に
移
設
さ
れ
、
豊
国
神
社
が
大
正
元
年

に
図
書
館
西
隣
に
移
設
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
着
工
に
備
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
新
公
会
堂
の
礎
石
に
渋
沢
栄
一
揮
毫
の
「
定
礎
」
の
文
字
が
見
ら
れ

る
理
由
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
岩
本
栄
之
助
は
渋
沢
栄
一
が
団
長
と
な
っ
た
渡
米
実
業

団
に
加
わ
っ
た
こ
と
を
契
機
に
寄
附
を
思
い
つ
き
、
そ
の
使
途
を
一
任
さ
れ
た
渋
沢
が

立
案
委
員
会
と
協
議
し
て
公
会
堂
建
設
に
導
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
公
会
堂
建
築
に
つ
い
て
慎
重
な
意
見
を
表
明
す
る
人
物
が
い
た
。

明
治
四
十
四
年
、
旧
公
会
堂
で
の
大
講
演
会
に
登
壇
し
た
西
村
天
囚
で
あ
る
。
当
日
の

講
演
で
は
、
夜
六
時
か
ら
十
一
時

ま
で
五
人
の
講
師
が
連
続
し
て
講

演
し
た
が
、
天
囚
は
そ
の
二
番
手

と
し
て
登
場
し
た
。
演
題
は
「
大

阪
の
威
厳

。
江
戸
時
代
ま
で
の
大

」

阪
に
は
、
町
人
の
富
を
基
盤
と
し

た
輝
か
し
い
文
化
が
あ
り
、
大
阪

は
他
国
か
ら
文
人
を
温
か
く
迎
え
入
れ
る
一
方
、
文
化
情
報
の
発
信
地
と
し
て
も
貢
献

し
て
い
た
。
し
か
し
、
明
治
維
新
に
な
っ
て
学
術
文
化
が
東
京
に
一
極
集
中
し
、
そ
れ

ま
で
の
大
阪
が
持
っ
て
い
た
都
市
の
威
厳
が
損
な
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
訴
え

た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
威
厳
を
回
復
す
る
た
め
の
手
立
て
と
し
て
、
博
物
館
・
図
書
館
・
大
学
の

整
備
建
設
が
急
務
で
あ
り
、
ま
た
関
連
し
て
出
版
や
学
会
活
動
も
重
要
で
あ
る
と
指
摘

。

、

、「

」

。

し
た

そ
う
し
た
文
脈
の
中
で

天
囚
は

百
万
円

の
話
題
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る

斯
う
云
う
事
を
や
っ
て
見
た
な
ら
ば
、
自
然
に
学
問
が
盛
ん
に
な
っ
て
来
て
、

こ立
派
な
大
阪
に
な
る
。
そ
う
し
て
威
厳
が
出
来
て
来
る
。
金
を
有
益
に
使
う
と

云
う
こ
と
は
研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
百
万
円
を
投
じ
て
公
会
堂
を
造
る
も
宜
し

い
。
又
百
万
円
出
し
て
学
者
を
優
待
し
て
大
阪
の
学
問
を
盛
ん
に
す
る
方
法
が

出
て
来
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
な
か
な
か
出
て
来
な
い
。
世
間
か
ら
寄

附
金
を
募
り
に
来
る
人
達
は
、
大
阪
は
え
ら
い
、
金
が
あ
る
、
太
ッ
腹
だ
と
賞

め
て
居
る
が
、
寄
附
金
を
出
し
た
あ
と
は
矢
張
り
大
阪
贅
六
と
云
う
名
前
は
消

お

お

さ

か

ぜ

い

ろ

く

え
な
い
。
故
に
一
時
的
に
世
間
の
公
共
事
業
に
金
を
出
す
と
云
う
こ
と
は
、
是

は
勿
論
善
い
事
で
あ
る
が
、
我
が
大
阪
の
事
に
も
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ

う
し
て
学
問
を
起
し
た
い

（
小
池
信
美
『
朝
日
講
演
集
』
大
阪
朝
日
新
聞
社
、

。

一
九
一
一
年
）

博
物
館
・
図
書
館
・
大
学
・
学
会
・
出
版
に
続
き
、
こ
こ
で
大
金
の
使
い
方
に
つ
い

て
提
言
す
る

「
百
万
円
」
は
、
こ
の
講
演
を
聴
い
て
い
た
人
々
に
は
、
何
の
こ
と
か
す

。

ぐ
に
連
想
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
、
岩
本
栄
之
助
が
大
阪
市
に
提
供
す
る
と
表

明
し
た
寄
附
金
の
額
で
あ
っ
た
。
寄
附
の
表
明
は
、
こ
の
講
演
会
の
五
ヶ
月
前
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
に
岩
本
の
名
は
出
て
こ
な
い
が
、
天
囚
も
当
然
こ
れ
を
念
頭
に
置
い
て

西村天囚
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話
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
大
金
は

「
学
者
を
優
待
し
て
大
阪

、

の
学
問
を
盛
ん
に
す
る
」
た
め
に
こ
そ
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
。
し
か
し

こ
の
寄
附
金
は
結
局
、
こ
の
講
演
の
七
年
後
に
竣
工
す
る
新
公
会
堂
（
大
阪
市
中
央
公

会
堂
）
の
建
設
費
に
使
わ
れ
た
。
天
囚
は
金
を
有
益
に
使
わ
な
け
れ
ば

「
大
阪
贅
六
」

、

と
揶
揄
さ
れ
る
だ
け
だ
と
警
告
し
て
い
る
。

「
大
阪
贅
六
」
と
は
、
関
東
人
が
上
方
者
を
け
な
す
時
の
言
葉
で
あ
る
。
江
戸
時
代

に
「
上
方
贅
六
」
と
言
っ
て
い
た
の
を
天
囚
が
「
大
阪
贅
六
」
と
言
い
換
え
た
も
の
と

思
わ
れ
る

「
贅
六
」
は
青
二
才
を
意
味
す
る
「
才
六
」
の
転
訛
し
た
も
の
と
さ
れ
、
俗

。

「

」

。「

」

、

。「

」

に

ぜ
え
ろ
く

と
発
音
さ
れ
る

贅

は
贅
沢
の
贅
で

余
計
な
も
の
の
意

六

は
、
古
代
中
国
に
お
い
て
易
の
陰
陽
の
内
の
陰
を
表
す
神
聖
な
数
で
あ
っ
た
が
、
日
本

で
は
、
宿
六
（
ろ
く
で
な
し

、
甚
六
（
お
人
好
し
）
の
よ
う
に
相
手
を
賤
し
む
語
に
も

）

や

ど

ろ

く

じ

ん

ろ

く

使
わ
れ
る
。
天
囚
は
こ
こ
で
、
寄
附
金
を
出
す
だ
け
で
は
、
後
に
「
大
阪
贅
六
」
と
言

わ
れ
て
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
、
大
阪
の
学
問
振
興
に
役
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

説
く
。

な
お
、
天
囚
は
自
著
『
懐
徳
堂
考
』
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
か
ら
「
関
東
人
は
上
方

人
を
悪
口
し
た
が
る
風
」
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
気
風
は
明
治
時
代
に

も
残
っ
て
い
て
、
当
時
の
新
聞
や
雑
誌
に
は
、
こ
の
「
贅
六
」
を
、
見
出
し
や
雑
誌
名

に
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
八
月
二
十
六
日
付
け
東
京
朝

日
新
聞
に
は

「
贅
六
物
語
」
の
見
出
し
で

「
客
あ
り
関
西
よ
り
来
り
某
伯
の
新
政
党

、

、

に
対
す
る
放
談
を
聞
き
、
其
悪
口
の
甚
し
き
に
驚
き
、
将
に
肝
を
潰
さ
ん
と
し
て
記
者

に
向
か
っ
て
其
顛
末
を
話
せ
り
」
と
そ
の
詳
細
を
報
じ
て
い
る
。

ま
た
、
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
四
月
に
は

『
贅
六
パ
ッ
ク
』
と
い
う
漫
画
雑
誌

、

が

『
東
京
パ
ッ
ク
』
の
定
期
増
刊
と
し
て
創
刊
さ
れ
、
毎
月
十
日
、
一
部
十
三
銭
で
発

、
売
さ
れ
た

『
東
京
パ
ッ
ク
』
と
は
、
政
治
風
刺
漫
画
の
創
始
者
北
沢
楽
天
が
、
ア
メ
リ

。

き

た

ざ

わ

ら

く

て

ん

カ
の
漫
画
雑
誌
『
パ
ッ
ク
（P

u
c
k

』
に
ち
な
ん
で
命
名
し
て
明
治
三
十
八
年
に
創
刊
し

）

た
風
刺
漫
画
雑
誌
で
あ
る
。
こ
の
類
似
雑
誌
と
し
て
す
で
に
翌
三
十
九
年
に
『
大
阪
パ

ッ
ク
』
が
大
阪
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
が

『
贅
六
パ
ッ
ク
』
は
『
東
京
パ
ッ
ク
』
の
増
刊

、

と
し
て
東
京
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

「
贅
六
パ
ッ
ク
」
と
い
う
誌
名
に
つ
い
て
、

。

版
元
の
東
京
丸
の
内
の
有
楽
社
は

「
贅
六
パ
ッ
ク
と
は
、
江
戸
っ
子
が
上
方
人
を
上
品

、

に
悪
口
を
い
ふ
雑
誌
な
り
」
と
自
ら
謳
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
天
囚
は
、
公
会
堂
建
設
に
つ
い
て
慎
重
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
も
っ

と
も
、
公
会
堂
が
学
術
文
化
と
地
域
振
興
に
貢
献
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ

の
寄
附
金
で
建
設
さ
れ
た
公
会
堂
も
、
近
代
大
阪
の
文
化
に
資
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て

。

、

、

大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る

そ
の
後

実
際
に
多
く
の
学
術
的
催
し
が
行
わ
れ
て
お
り

天
囚
自
身
も
こ
の
新
公
会
堂
で
講
演
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
天
囚
は
そ
う
し

、

、

た
間
接
的
な
貢
献
で
は
な
く

江
戸
時
代
の
大
阪
町
人
た
ち
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に

よ
り
直
接
的
に
学
者
を
支
援
し
、
ま
た
優
待
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ

、

。

の
時
点
で
は

天
囚
と
公
会
堂
と
に
は
そ
れ
ほ
ど
強
い
関
係
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う

西
村
天
囚
の
「
大
阪
市
公
会
堂
壁
記
」
草
稿

三

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
天
囚
は
新
公
会
堂
と
意
外
な
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

岩
本
栄
之
助
は
明
治
四
十
四
年
に
百
万
円
と
い
う
大
金
を
大
阪
市
に
寄
附
し
た
が
、

そ
の
後
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
株
価
混
乱
の
中
、
株
取
引
に
失
敗
し
て
困
窮
し
、

大
正
五
年
十
月
に
拳
銃
自
殺
し
て
い
る
。
自
殺
前
、
岩
本
は
建
設
中
の
新
公
会
堂
も
目

に
し
て
い
た
が

「
そ
の
秋
を
待
た
で
散
り
ゆ
く
紅
葉
か
な
」
の
辞
世
の
句
を
残
し
て
亡

、

く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
岩
本
を
顕
彰
す
る
漢
文
が
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
内
に
掲
げ
ら
れ

た
。
縦
一
八
四
・
五
㎝×

横
一
三
七
㎝
、
厚
さ
六
㎝
と
い
う
堂
々
た
る
銅
版
で
あ
る
。

、

。

そ
し
て
実
は

こ
の
漢
文
を
起
草
し
た
の
が
他
な
ら
ぬ
西
村
天
囚
だ
っ
た
の
で
あ
る
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種
子
島
に
残
る
関
係
資
料
の
中
に

「
大
阪
市
公
会
堂
壁
記
」
と
題
す
る
天
囚
の
自
筆

、

へ

き

き

草
稿
が
発
見
さ
れ
た

。
し
か
も
、
そ
の
草
稿
は
六
種
類
あ
り
、
天
囚
が
第
六
代

（
注
６
）

大
阪
市
長
池
上
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
、
こ
の
「
壁
記
」
を
代
筆
し
、
入
念
に
推
敲
を
繰

。

「

」

り
返
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る

表
題
の
後
に
小
さ
く

代
市
長

と
注
記
し
た
草
稿
も
あ
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
草
稿
で
竣
工
の
月
日
を
「
某
月
某
日
」

と
記
し
て
い
る
の
は

執
筆
時
点
で
ま
だ
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う

戊
午

、

。「
ぼ

ご

六
月
」
と
注
記
し
た
草
稿
も
あ
る
の
で
、
執
筆
は
同
年
十
一
月
の
竣
工
の
五
ヶ
月
前
頃

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

「
戊
午
（
つ
ち
の
え
う
ま

」
は
大
正
七
年
で
あ
る
。

。

）

天
囚
は
当
時
を
代
表
す
る
漢
学
者
で
、
す
ぐ
れ
た
漢
文
を
記
す
こ
と
で
有
名
で
あ
っ

、

。

「

」

た
か
ら

重
要
文
書
や
碑
文
の
撰
文
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た

こ
の

壁
記

も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
の

天
囚
に
は
や
や
複
雑
な
気
持
ち
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
「
壁
記
」
は
立
派

な
漢
文
で
岩
本
栄
之
助
を
高
く
評
価
し

「
其
の
恵
沢
や
遠
く
且
つ
大
な
り
」
と
結
ば
れ

、

そ

け

い

た

く

か

て
い
る
。
こ
の
壁
記
の
漢
文
は
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
懐
徳
堂
記
念
会
が
天

囚
の
遺
文
を
編
集
し
た
『
碩
園
先
生
遺
集
』
に
も
入
っ
て
い
な
い
。
こ
の
草
稿
の
発
見

に
よ
っ
て
、
新
た
な
事
実
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
公
会
堂
の
西
隣
に
あ
る
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
（
旧
大
阪
図
書
館
）

は
、
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四

、
第
十
五
代
住
友
吉
左
衛
門
の
寄
附
に
よ
り
建
設
さ

）

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
央
ホ
ー
ル
に
は
、
天
囚
の
師
の
重
野
安
繹
に
よ
る
「
建

し

げ

の

や

す

つ

ぐ

館
寄
附
記
」
と
い
う
二
百
字
ほ
ど
の
漢
文
が
同
じ
く
銅
版
と
し
て
明
治
四
十
一
年
（
一

九
〇
七
）
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
石
碑
や
銘
文
の
撰
文
に
つ
い
て
は
漢
学
の
第

一
人
者
で
あ
っ
た
重
野
安
繹
に
依
頼
さ
れ
る
こ
と
が
多
く

重
野
が
明
治
四
十
三
年

一

、

（

九
一
〇
）
に
亡
く
な
っ
て
以
降
は
、
天
囚
が
そ
の
任
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

天
囚
が
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
に
文
学
博
士
の
学
位
を
授
け
ら
れ
、
翌
十
年
に
宮

内
省
御
用
掛
に
任
ぜ
ら
れ
て
か
ら
は
そ
れ
が
加
速
し
た
よ
う
で
あ
る
。
種
子
島
の
西
村

家
に
残
る
天
囚
の
手
帳
（
日
記
）
を
調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
頃
の
記
述
に
「
文
債
」
と

し
て
多
く
の
依
頼
文
の
題
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
締
切
に
追
わ
れ
な
が
ら
多
数
の
漢
文

を
起
草
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る

。

（
注
７
）

、

。

そ
れ
で
は

こ
の
草
稿
と
実
際
の
壁
記
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か

そ
こ
で
ま
ず
は
、
大
阪
市
中
央
公
会
堂
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
掲
げ
て
あ
る
銅
版

の
漢
文
（
完
成
版
壁
記
）
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
原
文
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。
便
宜
上
句
読
点
を
付
け
る
が
、
漢
字
は
で
き
る
だ
け
原
文
通
り
に
記
す
。

、

。

、

、

大
阪
市
公
會
堂

岩
本
榮
之
助
君
所
捐
資
而
營
建
也

君
本
市
人

夙
繼
先
業

、

、

。

、

、

、

以
商
致
富

常
思
盡
力
公
益

顯
父
母
名

嘗
遊
米
國

觀
其
俗

樂
輸
濟
衆

唯
恐
不
逮
、
意
乃
決
。
遂
請
捐
金
壹
百
萬
圓
以
建
斯
堂
。
市
會
可
之
、
因
相
地

、

、

。

、

、

於
中
之
島

大
正
二
年
六
月
起
工

七
年
十
月
告
成

層
樓
複
閣

規
制
宏
大

軒
檻
連
延
、
室
堂
周
備
。
於
是
市
人
之
會
集
燕
樂
、
咸
得
其
所
。
其
惠
澤
也
、

遠
且
大
矣
。
乃
叙
梗
槩
、
昭
示
來
茲
。

西村天囚壁記草稿
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大
正
七
年
十
一
月

大
阪
市
長

池
上
四
郎

念
の
た
め
、
筆
者
の
理
解
に
基
づ
く
書
き
下
し
文
も
添
え
る
。
漢
字
は
通
行
字
体
に

改
め
る
。大

阪
市
公
会
堂
、
岩
本
栄
之
助
君
の
捐
資
し
て
営
建
す
る
所
な
り
。
君
は
本
市

え

ん

し

、

、

、

、

の
人

夙
に
先
業
を
継
ぎ

商
を
以
て
富
を
致
し

常
に
力
を
公
益
に
尽
く
し

つ

と

。

、

、

父
母
の
名
を
顕
わ
さ
ん
こ
と
を
思
う

嘗
て
米
国
に
遊
び

其
の
俗
を
観
る
に

あ

ら

か

つ

楽
輸
済

衆

唯
だ
逮
ば
ざ
る
を
恐
れ

意

乃

ち
決
す

遂
に
金
一
百
万
円
を
捐

、

、

。

ら

く

し

ゅ

さ

い

し

ゅ

う

お

よ

す

な

わ

あ

た

え
て
以
て
斯
の
堂
を
建
て
ん
こ
と
を
請
う
。
市
会

之
を
可
と
し
、
因
り
て
地
を

中
之
島
に
相
し
て
、
大
正
二
年
六
月
起
工
、
七
年
十
月
告
成
す
。
層
楼
複
閣
、

そ

う

ろ

う

ふ

く

か

く

規
制
宏
大
、
軒
檻
連
延
、
室
堂

周

備
す
。
是
に
於
て
市
人
の
会
集
燕
楽
、
咸
其

け

ん

か

ん

れ

ん

え

ん

し

つ

ど

う

し

ゅ

う

び

こ

こ

え

ん

ら

く

み

な

の
所
を
得
。
其
の
恵
沢
や
、
遠
く
且
つ
大
な
り
。
乃
ち
梗
概
を
叙
し
て
、
来
茲

け

い

た

く

か

こ

う

が

い

ら

い

じ

に
昭
示
す
。

大
正
七
年
十
一
月

大
阪
市
長

池
上
四
郎

そ
れ
ほ
ど
難
解
な
漢
語
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が

「
捐
資
」
は
義
捐
、
醵
金
の
意
。
岩

、

本
栄
之
助
が
大
阪
市
に
寄
附
を
表
明
し
た
こ
と
を
い
う

「
父
母
の
名
を
顕
わ
」
す
と
い

。

う
の
は
、
も
と
も
と
儒
教
経
典
『
孝
経
』
に
見
え
る
思
想

「
孝
」
の
始
ま
り
は
親
か
ら

。

い
た
だ
い
た
体
を
大
切
に
す
る
こ
と
、
孝
の
終
局
は
立
身
出
世
し
て
親
の
名
を
揚
げ
る

こ
と
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
米
国
視
察
中
に
栄
之
助
の
父
栄
蔵
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
意

識
し
て
の
表
現
か
も
し
れ
な
い
。

岩
本
栄
之
助
が
米
国
の
「
俗
」
と
し
て
見
た
と
い
う
「
楽
輸
」
と
は
喜
捨
の
意
。
進

ん
で
寄
附
す
る
こ
と

。
次
の
「
済
衆
（
衆
を
済
う

」
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
習

（
注
８
）

）

俗
が
米
国
に
見
ら
れ
、
こ
の
点
で
日
本
は
適
わ
な
い
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。

「

」

、

完
成
し
た
公
会
堂
の
様
子
を
形
容
す
る

層
楼

以
下
の
句
に
つ
い
て
附
言
す
る
と

「
層
楼
複
閣
」
は
二
階
建
て
以
上
の
立
派
な
建
築
物
を
表
現
す
る
漢
語
で
あ
る
。
大
阪

市
中
央
公
会
堂
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
煉
瓦
張
り
の
地
上
三
階
、
地
下
一
階
と
し
て
建

設
さ
れ
た
。

「
規
制
宏
大
」
の
「
規
制
」
は
現
代
語
で
は
、
規
律
、
ま
た
そ
の
規
律
に
よ
り
制
限

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
建
築
物
の
規
模
・
形
態
を
表
す
語
で
あ
ろ
う
。

、

、

、

こ
の
用
例
は
中
国
古
代
の
文
献
に
は
見
ら
れ
な
い
が

時
代
が
や
や
降
っ
て

例
え
ば

宋
の
周
煇
『
清
波
雑
志
』
巻
五
が
、
中
山
府
の
夕
陽
楼
と
い
う
建
築
物
に
つ
い
て

「
城

、

、

（

、

）
」

、

『

』

の
隅
に
在
り

規
制
甚
だ
小
な
り

在
城
之
隅

規
制
甚
小

と
述
べ

ま
た

明
史

「

」

。

西
域
伝
四
に
祭
天
の
土
地
に
つ
い
て

規
制
精
巧

と
表
現
す
る
例
が
見
ら
れ
る
（

）

注
９

恐
ら
く
近
世
以
降
の
漢
語
表
現
で
あ
ろ
う
。
実
は
、
隣
接
す
る
中
之
島
図
書
館
が
増
設

さ
れ
た
際
の
「
増
設
寄
附
記
」
銅
版
に
も

「
規
制
を
恢
張
す
」
と
の
表
現
が
見
え
る
。

、

立
派
な
の
は
「
規
制
」
だ
け
で
は
な
い
。
内
部
も
欄
干
が
連
な
り
部
屋
が
多
く
備
わ

っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
後
に
は
「
軒
檻
連
延
、
室
堂
周
備
」
と
続
く
。
欄
干

、

。

や
柱
が
連
な
り

大
ホ
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
部
屋
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う

最
後
の
「
来
茲
」
は
将
来
の
意
味
。
公
会
堂
建
設
の
概
要
を
記
し
て
後
の
人
々
に
明

示
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

な
お
、
竣
工
の
月
を
本
文
で
は
「

大
正
）
七
年
十
月
」
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
落

（

成
奉
告
祭
が
挙
行
さ
れ
た
の
は
、
十
一
月
十
七
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
文
の
後

の
池
上
四
郎
の
署
名
で
は

「
大
正
七
年
十
一
月
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

、

そ
れ
で
は
種
子
島
で
発
見
さ
れ
た
六
種
類
の
草
稿
と
こ
の
完
成
版
壁
記
と
は
ど
の
よ

う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
草
稿
は

「
文
稾
」
と
打
ち
付
け
書
き
さ
れ
た
表

、

紙
の
下
に
他
の
草
稿
類
と
と
も
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
合
本
（
合
綴
本
）
の

が

っ

ぽ

ん

が

っ

て

つ

ぼ

ん

体
裁
で
あ
る
。
す
べ
て
墨
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
一
部
朱
書
き
も
あ
り
、
六
種
類
の

草
稿
の
文
言
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
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綴
じ
の
順
番
に
従
い
、
上
か
ら
第
一
草
稿
～
第
六
草
稿
と
仮
称
し
た
場
合
、
そ
の
成

立
の
順
番
は
ど
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
各
草
稿
の
漢
文
を

詳
細
に
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
草
稿
の
外
形
に
よ
っ
て
、
一
応
の
推
測
を
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

仮
称
し
た
第
一
草
稿
と
第
二
草
稿
は
白
い
紙
（
無
罫
紙
）
に
墨
書
さ
れ
て
い
て
、
朱

書
き
の
訂
正
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
第
二
草
稿
に
は
「
大
阪
市
公
會
堂
壁
記
」
と
い

う
題
名
の
下
に
「
定
稾
」
と
朱
書
き
さ
れ
て
い
る
。
文
字
通
り
取
れ
ば
、
こ
れ
が
決
定

稿
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
漢
文
の
内
容
を
検
討
す
る
中
で
改
め
て
考
え
て
み

よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
草
稿
か
ら
第
六
草
稿
は
、
版
心
に
「
景
社
文
稿
」
と
印
刷
さ

れ
た
原
稿
用
紙
に
墨
書
さ
れ
て
お
り
、
朱
筆
の
書
き
入
れ
も
多
く
、
完
成
版
壁
記
と
は

か
な
り
異
な
る
文
言
を
含
む

「
景
社
」
と
は
天
囚
が
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
に

。

結
成
し
た
漢
詩
文
鍛
錬
を
目
的
と
す
る
文
人
サ
ー
ク
ル
で
あ
り
、
本
格
的
な
会
合
を
大

正
四
年
（
一
九
一
五
）
一
月
か
ら
毎
月
一
回
の
ペ
ー
ス
で
開
催
し
て
い
た
。
天
囚
は
そ

の
特
製
原
稿
用
紙
を
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
天
囚
と
は

異
な
る
人
の
朱
書
き
も
見
え
、
朱
墨
が
錯
綜
し
て
い
る
と
言
え
る
。

従
っ
て
、
こ
れ
ら
「
景
社
文
稿
」
の
原
稿
用
紙
に
記
さ
れ
た
も
の
が
初
期
段
階
の
草

稿
で
、
白
紙
に
書
か
れ
た
第
一
、
第
二
草
稿
が
完
成
稿
に
近
い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
綴
じ
の
順
番
が
そ
の
ま
ま
成
立
の
順
序
を
示
し
て
い
る

と
し
た
ら
、
下
の
第
六
草
稿
が
最
も
早
期
の
原
稿
で
、
以
下
、
第
五
草
稿
、
第
四
草
稿

の
順
で
完
成
版
に
近
づ
い
て
い
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
便
宜
上

「
文
稾
」
の
綴
じ
の
最
も
下
に
あ
る
第
六
草
稿
か
ら
、
そ
の
漢
文

、

を
確
認
し
て
み
よ
う
。
以
下
、
草
稿
に
つ
い
て
は
、
天
囚
自
身
の
句
点
を
参
考
に
し
て
句

読
点
を
付
け
、
旧
字
体
も
で
き
る
だ
け
原
文
通
り
に
記
す
。
ま
た
、
天
囚
自
身
が
朱
筆
・

墨
筆
で
加
除
訂
正
し
て
い
る
箇
所
は
、
そ
の
修
正
を
ほ
ぼ
反
映
し
た
形
で
掲
載
す
る
。

【
第
六
草
稿

（

景
社
文
稿
」
の
原
稿
用
紙
）

】
「

大
阪
市
公
會
堂
壁
記

代

大
阪
市
公
會
堂
岩
本
榮
之
助
君
所
捐
資
而
營
建
也
。
君
本
市
人
、
夙
繼
先
業
、

以
商
致
富
、
常
思
盡
力
公
益
、
以
顯
父
母
名
。
嘗
遊
米
國
、
有
所
覩
興
、
其
意

乃
決
、
遂
請
捐
納
金
壹
百
萬
圓
於
本
市
、
以
充
公
共
之
資
。
市
會
可
之
、
因
囑

委
員
議
定
、
建
斯
堂
、
卜
地
於
中
之
島
、
大
正
二
年
六
月
二
十
八
日
起
工
、
七

年
某
月
某
日
告
成
。
層
樓
稪
閣
、
規
制
宏
大
、
軒
檻
曼
延
、
室
堂
周
備
、
於
是

市
人
之
會
集
燕
樂
、
咸
得
其
所
。
其
恵
澤
也
遠
且
大
矣
。
乃
叙
梗
槩
、
昭
示
來

茲
。
大
正
七
年
某
月
、
大
阪
市
長
池
上
四
郎
記
。

完
成
版
壁
記
の
漢
文
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
な
い
と
も
言

え
る
が
、
細
か
に
見
て
い
く
と
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
箇
所
に
は
か
な
り
の
相
違
も
あ

る
。「

常
思
盡
力
公
共
、
以
顯
父
母
名

「
嘗
遊
米
國
、
有
所
覩
興
、
其
意
乃
決

「
因

」
、

」
、

囑
委
員
議
定
、
建
斯
堂
、
卜
地
於
中
之
島

「
七
年
某
月
某
日
告
成

「
層
樓
稪
閣

。

」
、

」
、

」

特
に
、
寄
附
金
の
使
途
に
つ
い
て
、
委
員
の
議
論
に
委
嘱
し
て
公
会
堂
建
設
が
決
定

し
た
と
す
る
点
は
完
成
版
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
完
成
版
壁
記
で
は
、
こ
の
点
が

簡
略
化
さ
れ
て
い
て
、
百
万
円
で
公
会
堂
を
建
て
た
い
と
岩
本
が
は
じ
め
か
ら
願
っ
て

い
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
先
述
の
通
り
、
岩
本
栄
之
助
は
当
初
寄
附
金
の
使
途
に

つ
い
て
は
特
定
し
て
お
ら
ず
、
渋
沢
栄
一
に
一
任
し
、
渋
沢
が
立
案
委
員
会
と
協
議
し

て
複
数
案
の
中
か
ら
公
会
堂
建
設
に
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
実
態
に
近
い
の
は
、
こ
の

第
六
草
稿
の
方
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
具
体
的
経
緯
は
完
成
版
で
は
割
愛
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

次
に
第
五
草
稿
を
取
り
上
げ
る
。
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【
第
五
草
稿

（

景
社
文
稿
」
の
原
稿
用
紙
）

】
「

大
阪
市
公
會
堂
壁
記

代

戊
午
六
月

大
阪
市
公
會
堂
、
本
市
人
岩
本
榮
之
助
君
所
捐
資
而
營
建
也
。
君
夙
繼
先
業
、

以
商
致
富
、
常
思
盡
力
公
共
之
事
、
以
顯
父
母
名
。
嘗
遊
米
國
、
目
覩
公
會
堂

、

、

、

。

、

之
盛

而
其
意
乃
決

遂
請
本
市
捐
納
金
壹
百
萬
圓

以
建
斯
堂

市
會
可
之

、

、

。

因
卜
地
於
中
之
島

大
正
二
年
六
月
二
十
八
日
起
工

七
年
某
月
某
日
告
厥
成

規
制
高
大
、
層
構
臨
江
、
軒
檻
曼
延
、
室
堂
無
數
。
爰
笑
爰
語
、
周
爰
咨
謀
、

秩
秩
温
温
、
式
燕
且
喜
、
匪
啻
觀
之
壯
、
其
資
于
公
益
也
大
矣
。
乃
叙
梗
槩
、

昭
示
來
茲
。

西
村
時
彦
未
定
稾

こ
の
草
稿
に
は
、
表
題
の
下
に
「
代
戊
午
六
月

、
文
末
に
「
西
村
時
彦
未
定
稾
」
と

」

あ
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
戊
午
は
大
正
七
年
。
新
公
会
堂
が
竣
工
す
る
の
は
同
年
十

一
月
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
五
ヶ
月
前
の
草
稿
で
あ
る
。
そ
の
時
点
で
は
竣
工
月
日
は
未

定
だ
っ
た
の
で
、
第
六
草
稿
と
同
様
に

「
某
月
某
日
」
と
な
っ
て
い
る
。

、

第
六
草
稿
と
の
違
い
と
し
て
は
、
米
国
を
遊
覧
し
て
公
会
堂
の
盛
ん
な
さ
ま
を
目
睹

し
た
と
い
う
具
体
的
事
実
を
記
し
て
い
る
こ
と
、
逆
に
、
委
員
に
委
嘱
し
て
公
会
堂
建

設
を
決
定
し
た
と
い
う
経
緯
が
見
え
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

、

、

「

、

ま
た

よ
り
大
き
な
違
い
と
し
て

新
公
会
堂
の
素
晴
ら
し
さ
を
表
す

規
制
高
大

」

「

、

、

、

、

…
…
室
堂
無
數

の
後
に
さ
ら
に

爰
笑
爰
語

周
爰
咨
謀

秩
秩
温
温

式
燕
且
喜

匪
啻
觀
之
壯

と
い
う
五
句
が
見
え
る
点
も
重
要
で
あ
る

公
会
堂
を
高
く
評
価
し

爰

」

。

、「
こ

こ

に
笑
い
爰
に
語
り
、

周

爰
咨
謀
し
、
秩
秩
温
温
、
式
れ
燕
し
且
れ
喜
び
、
啻
に
観
の
壮

し

ゅ

う

え

ん

し

ぼ

う

ち

つ

ち

つ

お

ん

お

ん

こ

え

ん

こ

た

だ

た
る
の
み
に
匪
ず
」
と
美
文
調
で
綴
る
。

あ

ら

「
周
爰
咨
謀
」
は
『
詩
経
』
小
雅
・
皇
皇
者
華
に
見
え
る
典
雅
な
句
。
こ
の
句
の
解

、

、「

」

釈
に
つ
い
て
現
在
で
は
諸
説
あ
る
が

伝
統
的
な
毛
伝
・
鄭
箋
の
解
釈
に
よ
れ
ば

周

（
忠
信
の
賢
人
）
に
こ
こ
に
問
い
諮
る
と
い
う
意
味
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
公
会
堂
で
講

は

か

演
会
な
ど
を
開
催
し
て
学
識
を
享
受
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る

「
秩
秩
」
と
「
温
温
」
も
古
典
の
語
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る

「
秩

。

。

秩
」
は
、
清
い
さ
ま
、
あ
る
い
は
秩
序
あ
る
さ
ま
と
し
て
『
詩
経

『
荀
子

『
爾
雅
』

』

』

、「

」

、

『

』

、

『

』

な
ど
に
見
え

温
温

も

穏
や
か
な
さ
ま
と
し
て

詩
経

に
見
え

ま
た

史
記

孔
子
世
家
で
は
孔
子
の
様
態
を
示
す
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る

式
燕
且
喜

は

詩

。「

」

、『

経
』
小
雅
・
車
舝
の
句

「
式
れ
燕
し
且
れ
喜
ば
ん
」
と
い
う
も
の
で
、
こ
こ
で
は
、
公

。

し

ゃ

か

つ

会
堂
に
多
く
の
人
が
集
い
交
歓
す
る
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
第
五
草
稿
は
、
古
典
に
由
来
す
る
美
文
調
の
句
を
織
り
交
ぜ
、

公
会
堂
を
顕
彰
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
よ
り
強
く
表
出
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

次
の
第
四
草
稿
は
、
若
干
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
第
五
草
稿
と
基
本
的
に
は

同
様
の
内
容
で
あ
る
。

【
第
四
草
稿

（

景
社
文
稿
」
の
原
稿
用
紙
）

】
「

大
阪
市
公
會
堂
壁
記

代
市
長

、

。

、

、

大
阪
市
公
會
堂

岩
本
榮
之
助
君
所
捐
資
而
營
建
也

君
本
市
人

夙
繼
先
業

以
商
致
富
、
常
思
盡
力
公
共
之
事
、
以
顯
父
母
名
。
嘗
遊
米
國
、
目
覩
公
會
堂

之
盛
、
而
其
意
乃
決
、
遂
請
捐
納
金
壹
百
萬
圓
於
本
市
、
以
建
斯
堂
。
市
會
可

之
、
因
卜
地
於
中
之
島
、
大
正
二
年
六
月
二
十
八
日
起
工
、
七
年
某
月
某
日
告

厥
成
。
規
制
高
大
、
層
構
臨
江
、
軒
檻
連
延
、
室
堂
周
備
。
爰
笑
爰
語
、
周
爰

咨
謀
、
秩
秩
温
温
、
式
燕
且
喜
、
匪
啻
觀
之
壯
。
其
資
于
公
益
也
大
矣
。
乃
叙

梗
槩
、
昭
示
來
茲
。

こ
の
第
四
草
稿
で
は
、
題
名
の
下
に
「
代
市
長
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
文
言
は
第

五
草
稿
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が

「
大
阪
市
公
會
堂
」
の
直
後
に
あ
る
「
本
市
人
」
を
見

、
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せ
消
ち
と
し

「
營
建
也
」
の
下
に
移
す
旨
を
朱
筆
で
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
公
会
堂
内

、「

」

「

」

「

」

、

部
の
様
子
を

軒
檻
曼
延

と
墨
書
し
た
後
に

曼

を
朱
書
き
で

連

と
訂
正
し

「
室
堂
無
數
」
を
「
室
堂
周
備
」
に
朱
筆
で
改
め
る
。

こ
う
し
た
修
正
の
内

「
本
市
人
」
を
下
に
移
す
の
は
、
第
六
草
稿
、
第
三
草
稿
な
ど

、

と
同
様
で
あ
る

「
曼
」
を
「
連
」
と
す
る
の
は
、
第
三
草
稿
か
ら
第
一
草
稿
、
お
よ
び

。

、

、「

」

「

」

、

完
成
版
壁
記
と
も
同
様
で
あ
り

ま
た

室
堂
無
數

を

室
堂
周
備

と
す
る
の
は

第
六
草
稿
、
お
よ
び
第
三
草
稿
か
ら
第
一
草
稿
、
完
成
版
壁
記
と
同
様
で
あ
る
。
そ
し

て
、
末
尾
に

「
爰
笑
爰
語
、
周
爰
咨
謀
、
秩
秩
温
温
、
式
燕
且
喜
、
匪
啻
觀
之
壯
」
と

、

続
く
の
は
第
五
草
稿
と
同
じ
で
あ
る
。
第
五
草
稿
、
第
四
草
稿
に
見
え
る
美
文
調
の
五

句
は
大
き
な
特
徴
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
美
文
調
の
句
が
次
の
第
三
草
稿
に
は
見
え
な
い
。
む
し
ろ
第
六

草
稿
に
近
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
第
三
草
稿

（

景
社
文
稿
」
の
原
稿
用
紙
）

】
「

大
阪
市
公
會
堂
壁
記

代

戊
午
六
月

、

。

、

、

大
阪
市
公
會
堂

岩
本
榮
之
助
君
所
捐
資
而
營
建
也

君
本
市
人

夙
繼
先
業

以
商
致
富
、
常
思
盡
力
公
共
之
事
、
以
顯
父
母
名
。
嘗
遊
米
國
、
目
覩
公
會
堂

之
盛
、
而
其
意
乃
決
、
遂
請
捐
納
金
壹
百
萬
圓
於
本
市
、
以
建
斯
堂
。
市
會
可

之
、
因
卜
地
於
中
之
島
、
大
正
二
年
六
月
二
十
八
日
起
工
、
七
年
某
月
某
日
告

成
。
層
樓
稪
閣
、
規
制
宏
大
、
軒
檻
連
延
、
室
堂
周
備
。
於
是
市
人
之
會
集
燕

樂
、
咸
得
其
所
。
其
恵
澤
也
遠
且
大
矣
。
乃
叙
梗
槩
、
昭
示
來
茲
。

こ
の
第
三
草
稿
で
は
、
第
五
草
稿
・
第
四
草
稿
に
あ
っ
た
「
爰
笑
爰
語
」
か
ら
「
匪

」

、

「

」

「

」

啻
觀
之
壯

ま
で
の
五
句
が
な
く

第
四
草
稿
で
朱
書
き
さ
れ
て
い
た

曼

を

連

と
修
正
す
る
点
、
お
よ
び
「
無
數
」
を
「
周
備
」
と
修
正
す
る
点
も
こ
こ
に
反
映
さ
れ

。

、

、

て
い
る
こ
と
が
分
か
る

完
成
版
壁
記
に
か
な
り
近
い
草
稿
で
あ
り

ま
た
第
六
草
稿

第
五
草
稿
、
第
四
草
稿
に
あ
っ
た
よ
う
な
欄
外
の
朱
書
き
は
一
切
見
え
な
い
。

以
上

「
景
社
文
稿
」
の
原
稿
用
紙
に
記
さ
れ
て
い
た
四
つ
の
草
稿
を
確
認
し
た
。

、

一
方
、
第
二
草
稿
と
第
一
草
稿
は
、
原
稿
用
紙
で
は
な
く
白
い
紙
に
書
か
れ
て
い
る

が
、
判
型
・
文
字
サ
イ
ズ
は
同
じ
で
、
文
字
間
隔
・
行
間
も
整
然
と
し
て
い
る
の
で
、

恐
ら
く
原
稿
用
紙
を
下
敷
き
に
し
て
墨
書
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る

。
ま
ず

（
注

）
10

第
二
草
稿
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

【
第
二
草
稿
】

大
阪
市
公
會
堂
壁
記

定
稾

、

。

、

、

大
阪
市
公
會
堂

岩
本
榮
之
助
君
所
捐
資
而
營
建
也

君
本
市
人

夙
繼
先
業

以
商
致
富
、
常
思
盡
力
公
益
、
顯
父
母
名
。
嘗
遊
米
國
、
觀
其
俗
樂
輸
濟
衆
、

唯
恐
不
逮
、
意
乃
決
、
因
與
有
志
者
商
議
、
遂
請
捐
金
壹
百
萬
圓
以
建
斯
堂
、

市
會
可
之
、
乃
相
地
於
中
之
島
、
大
正
二
年
六
月
二
十
八
日
起
工
、
七
年
某
月

某
日
告
成
。
層
樓
稪
閣
、
規
制
宏
大
、
軒
檻
連
延
、
室
堂
周
備
。
於
是
市
人
之

會
集
燕
樂
、
咸
得
其
所
。
其
惠
澤
也
遠
且
大
矣
。
乃
叙
梗
槩
、
昭
示
來
茲
。
大

阪
市
長
池
上
四
郎
記

、

「

」

。

、

最
大
の
特
色
は

天
囚
自
ら
朱
で

定
稾

と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

確
か
に

、

。

第
三
草
稿
と
比
べ
て
も

完
成
版
壁
記
に
さ
ら
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
文
言
で
あ
る

例
え
ば
、
第
三
草
稿
が
「
常
思
盡
力
公
共
之
事
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
第
二
草

稿
は

常
思
盡
力
公
益

第
三
草
稿
に

目
覩
公
會
堂
俗
樂
輸
濟
衆

と
あ
る
の
を

觀

「

」
、

「

」

「

其
俗
樂
輸
濟
衆
」
と
す
る
な
ど
、
完
成
版
壁
記
に
よ
り
近
づ
い
て
い
る
。
天
囚
自
身
、

こ
れ
を
決
定
稿
と
考
え

「
定
稾
」
と
朱
書
き
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

、

た
だ
、
こ
の
第
二
草
稿
に
は
、
本
文
三
行
目
か
ら
四
行
目
に
か
け
て
塗
抹
の
痕
跡
が



（ 27 ）

認
め
ら
れ
る
。
塗
抹
下
の
文
字
は
確
認
で
き
な
い
が

「
因
與
有
志
者
商
議
、
遂
請
捐
金

、

壹
百
萬
圓
以
建
斯
堂
」
に
相
当
す
る
箇
所
で
、
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
天
囚
が
さ
ら
に

。

、

、

迷
っ
て
い
た
と
も
推
測
さ
れ
る

確
か
に

こ
の
部
分
は
完
成
版
壁
記
と
異
な
る
点
で

天
囚
自
身
、
最
後
ま
で
揺
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
第
一
草
稿
で
は
、
こ
う
し
た
塗
抹
は
な
く
、
整
然
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
内

容
は
、
第
二
草
稿
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

【
第
一
草
稿
】

大
阪
市
公
會
堂
壁
記

、

。

、

、

大
阪
市
公
會
堂

岩
本
榮
之
助
君
所
捐
資
而
營
建
也

君
本
市
人

夙
繼
先
業

以
商
致
富
、
常
思
盡
力
公
益
、
顯
父
母
名
。
嘗
遊
米
國
、
觀
其
俗
樂
輸
濟
衆
、

唯
恐
不
逮
、
意
乃
決
、
遂
欲
請
捐
金
壹
百
萬
圓
以
充
公
共
之
資
。
因
與
有
志
者

商
議
、
請
建
斯
堂
、
市
会
可
之
、
乃
相
地
於
中
之
島
、
大
正
二
年
六
月
二
十
八

日
起
工
、
七
年
某
月
某
日
告
成
。
層
樓
稪
閣
、
規
制
宏
大
、
軒
檻
連
延
、
室
堂

周
備
。
於
是
市
人
之
會
集
燕
樂
、
咸
得
其
所
。
其
惠
澤
也
遠
且
大
矣
。
乃
叙
梗

槩
、
昭
示
來
茲
。
大
阪
市
長
池
上
四
郎
記

こ
の
第
一
草
稿
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
草
稿
の
中
で
最
も
整
然
と
し
て
お
り
、
塗

抹
や
朱
書
き
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
但
し

「
意
乃
決
」
の
直
後
の
句
に
つ
い
て
天
囚
は
墨

、

筆
で
一
旦
「
遂
欲
捐
金
壹
百
萬
圓
」
と
記
し
た
後
で

「
遂
」
字
に
朱
で
圏
点
を
打
っ
て

、

い
る
。
こ
れ
は
「
遂
」
を
削
除
す
る
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
ま
た

「
規
制
高
大
」
と
墨
書

、

し
た
「
高
」
の
字
の
横
に
朱
書
き
で
「
宏
」
と
修
正
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
修
正
を
反

映
さ
せ
る
と
第
二
草
稿
や
完
成
版
壁
記
の
記
載
に
合
致
す
る
。
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て

は
他
の
草
稿
で
も
訂
正
の
痕
が
見
え
る
の
で
、
最
後
ま
で
揺
れ
て
い
た
箇
所
か
も
し
れ

な
い
。

も
っ
と
も
、
こ
の
第
一
草
稿
や
第
二
草
稿
で
も
、
完
成
版
壁
記
と
の
違
い
は
な
お
存

在
す
る
。
岩
本
栄
之
助
が
米
国
遊
覧
を
経
て
寄
附
を
決
意
し
た
あ
た
り
か
ら
の
文
言
で

あ
る
。

第
二
草
稿
で
は
「
因
與
有
志
者
商
議
、
遂
請
捐
金
壹
百
萬
圓
以
建
斯
堂

、
第
一
草
稿

」

で
は
「
遂
請
捐
金
壹
百
萬
圓
以
充
公
共
之
資
。
因
與
有
志
商
議
、
請
建
斯
堂
」
と
な
っ

て
い
る
。
完
成
版
壁
記
で
は

「
遂
請
捐
金
壹
百
萬
圓
以
建
斯
堂
」
と
簡
略
化
さ
れ
て
お

、

り
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
第
二
草
稿
に
近
い
。

ま
た
起
工
・
竣
工
の
時
期
に
つ
い
て
も
、
こ
の
第
二
草
稿
や
第
一
草
稿
が
未
定
を
含

「

、

」

、

め
て

大
正
二
年
六
月
二
十
八
日
起
工

七
年
某
月
某
日
告
成

と
記
す
の
に
対
し
て

完
成
版
壁
記
で
は
「
大
正
二
年
六
月
起
工
、
七
年
十
月
告
成
」
と
な
っ
て
い
る
。
総
じ

て
字
数
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。
実
際
に
計
数
し
て
み
て
も
、
第
二
草

稿
の
本
文
は
百
五
十
四
字
、
第
一
草
稿
の
本
文
は
百
六
十
字
、
完
成
版
壁
記
で
は
前
記

の
通
り
百
四
十
一
字
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
六
種
類
の
草
稿
を
見
て
く
る
と
、
や
は
り
「
景
社
文
稿
」
の
原
稿
用
紙

に
記
さ
れ
た
四
種
の
草
稿
が
先
で
、
白
い
紙
に
記
さ
れ
た
二
種
の
草
稿
が
そ
の
後
と
考

え
ら
れ
る
。
第
二
草
稿
に
「
定
稾
」
と
朱
書
き
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
の

ブ
ロ
ッ
ク
相
互
の
前
後
関
係
は
ま
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ブ
ロ
ッ
ク
内
草
稿
の
前
後
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
重
要
な
手
が
か
り
が
朱
書
き

部
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
次
に
こ
の
部
分
も
含
め
て
再
検
討
し
て
み
よ
う
。

批
評
と
壁
記
成
立
の
経
緯

四

わ
ず
か
百
数
十
字
の
漢
文
に
、
天
囚
は
こ
こ
ま
で
力
を
傾
注
し
、
何
度
も
推
敲
を
繰

。

。

り
返
し
て
い
た

漢
文
執
筆
に
お
け
る
並
々
な
ら
ぬ
情
熱
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
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実
は
、
天
囚
が
自
身
の
草
稿
を
入
念
に
推
敲
す
る
こ
と
は
、
他
の
事
例
か
ら
も
確
認

さ
れ
る
。
大
正
十
年
（
一
九
二
一

、
郷
里
種
子
島
か
ら
の
依
頼
で
撰
文
し
た
「
鉄
砲
伝

）

来
紀
功
碑
文
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
自
筆
草
稿
二
種
も
、
平
成
二
十
九
年
か
ら
始
め

た
種
子
島
で
の
資
料
調
査
で
発
見
さ
れ
、
碑
文
作
成
の
経
緯
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ

こ
に
も
す
さ
ま
じ
い
推
敲
の
痕
が
見
ら
れ
、
天
囚
が
草
稿
の
修
正
を
繰
り
返
し
な
が
ら

徐
々
に
完
成
版
に
近
づ
い
て
行
っ
た
様
子
が
分
か
る

。

（
注

）
11

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
自
身
の
郷
里
種
子
島
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
天
文
十
二

年
（
一
五
四
三
）
の
鉄
砲
伝
来
の
仲
介
を
果
た
し
た
西
村
織
部

丞

時
貫
は
自
身
の
十
三

お

り

べ

の

じ

ょ

う

と

き

つ

ら

代
前
の
先
祖
で
あ
っ
た
か
ら
、
天
囚
が
こ
の
碑
文
に
情
熱
を
込
め
る
の
は
当
然
で
あ
っ

た
と
も
言
え
る
。
一
方
、
こ
の
「
大
阪
市
公
会
堂
壁
記
」
は
市
長
か
ら
依
頼
さ
れ
た
代

筆
で
あ
り
、
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
そ
こ
ま
で
の
情
熱
を
傾
け
る
必
要
が
あ
っ
た

の
か
と
疑
問
に
も
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
天
囚
に
は
、
仮
に
代
筆
で
あ
っ
た
と
し
て
も
漢
学
者
と
し
て
そ
の
都
度
最
高

の
漢
文
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
責
任
感
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
や

む
し
ろ
、
代
筆
だ
か
ら
こ
そ
慎
重
に
推
敲
を
重
ね
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
隣
接
す
る
中

之
島
図
書
館
の
「
建
館
寄
附
記
」
を
撰
文
し
た
の
は
、
天
囚
の
恩
師
重
野
安
繹
で
あ
っ

た
。
そ
こ
に
並
ぶ
漢
文
と
し
て
恥
ず
か
し
い
も
の
は
書
け
な
い
と
い
う
思
い
は
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。

ま
た
今
ひ
と
つ
、
天
囚
が
推
敲
を
繰
り
返
し
た
理
由
と
し
て
、
当
時
の
文
人
た
ち
と

、

。

。

の
交
流

相
互
研
鑽
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る

こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う

ま
ず

「
景
社
文
稿
」
の
原
稿
用
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
第
六
草
稿
に
は
、
末
尾
に
次
の

、

よ
う
な
朱
書
き
が
認
め
ら
れ
る
。

簡
淨
勁
切
得
題
記
體

狩
野
喜
拝
注

こ
の
「
狩
野
喜
」
と
は
京
都
大
学
教
授
の
狩
野
直
喜
（
一
八
六
八
～
一
九
四
七

、
号

）

か

の

な

お

き

は
君
山
で
あ
る
。
狩
野
は
、
天
囚
か
ら
草
稿
の
批
評
を
求
め
ら
れ
て
こ
の
草
稿
を
読
ん

だ
。
簡
潔
明
瞭
で
し
っ
か
り
し
て
い
て
、
こ
う
し
た
題
言
の
文
体
に
か
な
っ
て
い
る
と

評
価
す
る
の
で
あ
る
。

本
文
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
「
以
顯
父
母
名
」
の
「
以
」
に
つ
い
て
は

「
ト
リ
テ

、

ハ
何
如
」
と
朱
で
注
記
し

「
遂
請
捐
納
金
壹
百
萬
圓
於
本
市
」
の
「
於
本
市
」
に
つ
い

、

て
は
欄
外
の
朱
注
で

「
下
ニ
市
會
可
之
ノ
字
様
ア
レ
バ
於
本
市
ハ
刪
除
シ
テ
ハ
何
如
ト

、

存
ズ
」
と
記
す

「
以
」
は
、
そ
の
直
前
に
も
「
以
商
致
富
」
と
あ
る
の
で
や
や
重
複
気

。

味
だ
と
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
於
本
市
」
は
直
後
の
句
に
大
阪
市
の
こ
と
が
明

記
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
も
や
や
重
複
気
味
に
な
る
か
ら

「
於
本
市
」
の
三
字
は
削
除
し

、

て
は
ど
う
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
大
き
な
指
摘
と
し
て

「
嘗
遊
米
國
」
の
下
は
修
訂
し
、
次
の
よ
う
な
「
四
句

、

ヲ
入
レ
」
て
「
遂
請
」
の
句
に
続
け
て
は
ど
う
か
と
提
案
し
て
い
る
。

觀
其
俗
、
樂
輸
濟
衆
、
唯
恐
不
逮
、
意
乃
決

第
一
草
稿
、
第
二
草
稿
、
完
成
版
壁
記
に
も
見
ら
れ
る
「
樂
輸
濟
衆
」
は
、
岩
本
が

感
じ
た
と
さ
れ
る
米
国
の
風
俗
を
表
す
も
の
で
、
き
わ
め
て
特
徴
的
な
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
句
を
入
れ
る
よ
う
提
案
し
た
の
は
狩
野
直
喜
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
実
は
、
こ
の
第
六
草
稿
に
は
、
欄
外
に
天
囚
の
小
さ
な
墨
筆
の
注
が
あ
り
、

そ
も
そ
も
天
囚
が
狩
野
に
以
下
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で

あ
る
。

ま
ず
は
、
第
六
草
稿
の
「
嘗
遊
米
國
、
有
所
觀
興
」
に
つ
い
て

「
觀
興
觀
感
不
知
字

、

面
孰
好
」
と
注
記
す
る
。
こ
れ
は
、
天
囚
が
「
觀
興
」
と
す
る
か
「
觀
感
」
と
す
る
か

で
迷
い
、
い
ず
れ
が
よ
い
か
と
狩
野
に
た
ず
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た

「
軒
檻
用
之

、
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洋
館
似
無
妨
何
如
」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
公
会
堂
内
部
の
様
子
を
述
べ
た
箇
所
で
「
軒

檻
」
と
記
し
た
も
の
の
、
和
風
建
築
の
欄
干
を
想
起
さ
せ
る
の
で
、
洋
館
建
築
の
公
会

。

、

堂
に
使
う
表
現
と
し
て
差
し
障
り
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
問
う
も
の
で
あ
ろ
う

さ
ら
に

竣
工
の
日
付
に
つ
い
て

斯
記
成
于
告
成
之
日
別
末
又
年
月
似
不
必
書
無
何
如

と
注
記

、「

」

。

、

「

、

」

す
る

こ
れ
は

本
文
中
で

大
正
二
年
六
月
二
十
八
日
起
工

七
年
某
月
某
日
告
成

と
記
し
て
お
い
て
、
さ
ら
に
末
尾
で

「
大
正
七
年
某
月
、
大
阪
市
長
池
上
四
郎
記
」
と

、

重
ね
て
書
く
の
は
、
不
要
で
あ
ろ
う
か
と
問
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
問
い
か
け
に
対
し
て
、
狩
野
は
、
ま
ず
「
觀
興
」
と
「
觀
感
」
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
字
だ
け
で
は
い
ず
れ
に
し
て
も
岩
本
栄
之
助
が
ど
の
よ
う
な

点
に
感
じ
た
の
か
を
表
す
に
は
不
充
分
だ
と
考
え
、
前
記
の
よ
う
に
「
樂
輸
濟
衆
」
な

ど
の
四
句
を
入
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
觀
興
ガ
何
ノ
點
に
ア
リ
シ
カ
ヲ
明
記
」
し
て
は

ど
う
か
と
答
え
た
の
で
あ
る
。

ま
た
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
「
無
妨
」
に
朱
で
傍
点
を
打
っ
て
い
る
の
で
、
特
に
差

し
障
り
は
な
い
と
の
回
答
で
あ
ろ
う
。
第
三
の
点
に
つ
い
て
は

「
不
必
書
」
に
朱
で
傍

、

点
を
打
ち
、
重
複
し
て
書
く
必
要
は
な
い
と
簡
潔
に
答
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
修
訂
意
見
は
第
二
草
稿
、
第
一
草
稿
、
完
成
版
壁
記
な
ど
に
反
映
さ
れ
て

い
る
。
狩
野
の
指
摘
を
天
囚
は
そ
の
後
す
べ
て
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

、

。

。

次
に

第
五
草
稿
を
確
認
す
る

そ
の
末
尾
に
は
次
の
よ
う
に
朱
書
き
さ
れ
て
い
る

末
段
數
語
體
用
兼
備
是
作
者
苦
心
處

逸
拝
讀
妄
言

こ
の
「
逸
」
と
は
、
三
河
出
身
の
漢
学
者
籾
山
逸
也
（
一
八
八
五
～
一
九
一
九

、
字

）

も

み

や

ま

い

つ

や

は
季
才
、
号
は
衣
洲
で
あ
る

「
籾
山
逸
」
と
三
字
で
記
す
こ
と
も
あ
る
。
籾
山
は
「
国

。

会

「
東
京
朝
日
新
聞
」
な
ど
の
編
集
に
携
わ
っ
た
後
、
台
湾
総
督
の
児
玉
源
太
郎
の
招

」

、「

」

。『

』

聘
を
受
け
て
台
湾
に
渡
り

台
湾
日
日
新
報

漢
文
部
主
任
を
務
め
た

明
治
詩
話

、

「

」

。

な
ど
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ

ま
た
天
囚
が
創
設
し
た

景
社

の
同
人
で
も
あ
っ
た

「

」

、

第
六
草
稿
か
ら
第
三
草
稿
ま
で
は

景
社
文
稿

の
原
稿
用
紙
に
書
か
れ
て
い
る
が

天
囚
は
こ
の
特
製
原
稿
用
紙
を
使
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
草
稿
を
景
社
の
同
人
に
見

せ
、
批
評
を
仰
い
で
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
第
六
草
稿
を
批
評
し
た
狩
野
直
喜
も
景
社

の
同
人
で
あ
る
。

こ
の
籾
山
の
批
評
は
、
天
囚
の
記
し
た
末
尾
の
数
段
に
つ
い
て
「
体
用
」
す
な
わ
ち

基
本
と
応
用
、
内
実
と
修
辞
と
を
兼
備
し
て
い
て
、
こ
こ
に
作
者
の
苦
心
が
認
め
ら
れ

。

「

、

る
と
評
価
す
る
も
の
で
あ
る

本
文
に
つ
い
て
は
一
箇
所
欄
外
に

臨
江
二
字
不
必
言

」

。

、

、

別
作
一
句
何
如

と
朱
で
注
し
て
い
る

こ
れ
は

公
会
堂
の
様
子
を
説
く
漢
文
の
内

「
層
構
臨
江
」
の
句
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
中
之
島
を
は
さ
む
川

に
臨
ん
で
い
る
と
ま
で
は
書
か
な
く
て
も
よ
く
、
他
の
表
現
に
し
て
は
ど
う
か
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
天
囚
の
草
稿
で
は
、
第
六
草
稿
、
第
三
草
稿
、
第
二
草
稿
、
第
一
草
稿

が
こ
の
一
句
を
削
り

「
層
樓
複
閣
」
に
修
正
し
て
い
る
。
こ
れ
も
籾
山
の
批
評
を
天
囚

、

が
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

続
い
て
第
四
草
稿
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
に
は
大
き
な
修
正
意
見
が
加
え
ら
れ

た
。
草
稿
の
末
尾
に

「
西
村
天
囚
拝
請
」
の
墨
筆
と
「
昌
業
妄
評
」
の
朱
筆
と
が
見
え

、

る
。
こ
の
「
昌
業
」
と
は
小
牧
昌
業
（
一
八
四
三
～
一
九
二
二

、
号
は
桜
泉
で
あ
る
。

）

こ

ま

き

ま

さ

な

り

お

う

せ

ん

元
薩
摩
藩
士
で
、
藩
校
造
士

館
教
員
を
務
め
、
維
新
後
、

、

、

首
相
秘
書
官

奈
良
県
知
事

帝
国
奈
良
博
物
館
長
な
ど
を

歴
任
し
た
。
天
囚
の
師
で
も

あ
る
重
野
安
繹
と
の
交
流
も

あ
り
、
そ
の
学
識
に
よ
り
文

学
博
士
の
称
号
を
得
、
大
正

小牧桜泉
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天
皇
の
侍
講
を
務
め
た
こ
と
も
あ
る
。
天
囚
が
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇

、
世
界
一

）

周
旅
行
に
出
か
け
る
際
、
送
別
の
書
を
贈
っ
た
こ
と
が
天
囚
の
『
欧
米
遊
覧
記
』
に
記

さ
れ
て
い
る

。
天
囚
の
大
先
輩
に
あ
た
る
旧
知
の
漢
学
者
な
の
で
、
特
に
批
評

（
注

）
12

を
仰
い
だ
の
で
あ
ろ
う
。
わ
ざ
わ
ざ
「
拝
請
」
と
丁
寧
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
桜
泉
は
、
天
囚
の
第
四
草
稿
に
つ
い
て
、
自
身
の
「
妄
評
」
と
し
な
が
ら
も
、

欄
外
に
朱
筆
で
こ
う
記
し
て
い
る
。

、

、

、

、

爰
笑
數
語

似
稍
浮

讌

、

泛

以
下
至
大
矣

改
於
是
市
人
之
會
集

浴

各
得
其
所

其
惠
澤
也
遠
矣
大

如

矣
䓁
語
何

「

、

、

、

、

」

、

美
文
調
の

爰
笑
爰
語

周
爰
咨
謀

秩
秩
温
温

式
燕
且
喜

匪
啻
觀
之
壯

は

「
浮

」
す
な
わ
ち
全
体
か
ら
や
や
浮
い
て
い
る
の
で
、
こ
こ
は
、
修
訂
し
て
は
ど
う

泛

ふ

は

ん

か
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
天
囚
の
漢
文
は
、
冒
頭
か
ら
こ
こ
ま
で
は
事
実
に
即

し
て
公
会
堂
建
設
の
経
緯
を
具
体
的
に
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ

に
至
っ
て
や
や
観
念
的
な
美
文
調
と
な
っ
て
い
る
。
先
に
確
認
し
た
通
り
、
こ
れ
ら
の

句
は
『
詩
経
』
な
ど
中
国
古
典
の
文
言
を
踏
ま
え
た
典
雅
な
表
現
で
あ
っ
た
。
文
章
自

体
は
素
晴
ら
し
い
と
言
え
る
が
、
そ
う
し
た
漢
語
の
背
景
を
知
ら
な
い
人
々
に
は
理
解

が
及
ば
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
桜
泉
は
そ
の
こ
と
を
憂
え
、
修
正
を
提
案
し
た
の
で
あ

る
。
天
囚
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
、
思
い
切
っ
て
こ
の
五
句
を
後
に
削
除
す
る
。
完
成
版

壁
記
に
は
こ
の
五
句
は
見
ら
れ
な
い
。

但
し
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
桜
泉
の
示
す
具
体
的
な
修
正
案
で
あ
る
。
桜
泉
は
こ

之
會
集

浴
、
各
得
其
所
、
其

の
美
文
調
の
五
句
を
削
除
す
る
代
わ
り
に

「
於
是
市
人

讌

、

」
な
ど
の
句
を
入
れ
て
は
ど
う
か
と
提
案
し
て
い
る
が
、
そ
の
修
正

惠
澤
也
遠
矣
大
矣

案
は
、
基
本
的
に
第
三
草
稿
や
第
六
草
稿
の
文
言
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

こ
の
桜
泉
の
修
正
案
を
反
映
し
た
も
の
が
第
三
草
稿
や
第
六
草
稿
で
あ
っ
た
と
い
う
可

能
性
も
出
て
く
る
。

「
景
社
文
稿
」
の
原
稿
用
紙
に
記
さ
れ
た
草
稿
の
順
序
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
、
第
六
草
稿
、
第
五
草
稿
、
第
四
草
稿
、
第
三
草
稿
の
順
だ

っ
た
と
す
れ
ば
、
問
題
と
な
る
該
当
箇
所
は
次
の
よ
う
に
変
遷
し
て
行
っ
た
こ
と
に
な

る
。

【
第
六
草
稿
】
層
樓
稪
閣
、
規
制
宏
大
、
軒
檻
曼
延
、
室
堂
周
備
、
於
是
市
人
之
會
集

燕
樂
、
咸
得
其
所
。
其
恵
澤
也
遠
且
大
矣

【
第
五
草
稿
】
規
制
高
大
、
層
構
臨
江
、
軒
檻
曼
延
、
室
堂
無
數
。
爰
笑
爰
語
、
周
爰

咨
謀
、
秩
秩
温
温
、
式
燕
且
喜
、
匪
啻
觀
之
壯
、
其
資
于
公
益
也
大
矣

【
第
四
草
稿
】
規
制
高
大
、
層
構
臨
江
、
軒
檻
連
延
、
室
堂
周
備
。
爰
笑
爰
語
、
周
爰

咨
謀
、
秩
秩
温
温
、
式
燕
且
喜
、
匪
啻
觀
之
壯

【
第
三
草
稿
】
層
樓
稪
閣
、
規
制
宏
大
、
軒
檻
連
延
、
室
堂
周
備
。
於
是
市
人
之
會
集

燕
樂
、
咸
得
其
所
。
其
恵
澤
也
遠
且
大
矣

壁記第四草稿
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こ
の
場
合
、
桜
泉
が
削
除
を
提
案
す
る
「
爰
笑
爰
語
」
以
下
の
五
句
（
傍
線
部
）
が

は
じ
め
の
第
六
草
稿
に
は
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
の
に
、
天
囚
が
第
五
草
稿
に
自
ら
加
筆

し
、
第
四
草
稿
で
も
そ
れ
を
継
承
し
、
桜
泉
の
指
摘
を
受
け
て
、
再
び
削
除
し
て
第
三

草
稿
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
や
や
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か

も
、
桜
泉
が
こ
の
五
句
を
削
る
代
わ
り
と
し
て
示
し
た
修
正
案
（
波
線
部
）
が
す
で
に

第
六
草
稿
に
見
え
て
い
る
と
い
う
点
も
、
不
可
解
で
あ
る
。

同
様
に
、
第
五
草
稿
で
籾
山
逸
也
が
削
る
よ
う
述
べ
た
「
臨
江
」
が
、
第
六
草
稿
に

は
も
と
も
と
な
か
っ
た
と
い
う
点
も
疑
問
と
し
て
残
る
。

も
う
一
箇
所
、
検
証
し
て
み
よ
う
。
岩
本
栄
之
助
が
米
国
遊
覧
を
経
て
寄
附
を
決
意

し
、
公
会
堂
建
設
に
至
る
と
い
う
一
節
で
あ
る
。

【

】

、

、

、

、

第
六
草
稿

嘗
遊
米
國

有
所
覩
興

其
意
乃
決

遂
請
捐
納
金
壹
百
萬
圓
於
本
市

以
充
公
共
之
資
。
市
會
可
之
、
因
嘱
委
員
議
定
、
建
斯
堂
、
卜
地
於
中
之
島

【
第
五
草
稿
】
嘗
遊
米
國
、
目
覩
公
會
堂
之
盛
、
而
其
意
乃
決
、
遂
請
本
市
捐
納
金
壹

百
萬
圓
、
以
建
斯
堂
。
市
會
可
之
、
因
卜
地
於
中
之
島

【
第
四
草
稿
】
嘗
遊
米
國
、
目
覩
公
會
堂
之
盛
、
而
其
意
乃
決
、
遂
請
捐
納
金
壹
百
萬

圓
於
本
市
、
以
建
斯
堂
。
市
會
可
之
、
因
卜
地
於
中
之
島

【
第
三
草
稿
】
嘗
遊
米
國
、
目
覩
公
會
堂
之
盛
、
而
其
意
乃
決
、
遂
請
捐
納
金
壹
百
萬

圓
於
本
市
、
以
建
斯
堂
。
市
會
可
之
、
因
卜
地
於
中
之
島

こ
の
箇
所
も
、
第
六
草
稿
か
ら
順
に
第
三
草
稿
へ
至
っ
た
と
は
必
ず
し
も
言
い
が
た

い
。
特
徴
的
な
の
は
、
第
四
草
稿
と
第
三
草
稿
が
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
同

一
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た

「
本
市
」
の
位
置
の
み
に
注
目
す
る
と
、
第
五
草
稿

、

だ
け
が
「
捐
納
」
の
前
に
あ
り
、
第
六
草
稿
、
第
四
草
稿
、
第
三
草
稿
は
と
も
に
「
百

萬
圓
」
の
後
に
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
箇
所
、
重
要
語
の
置
か
れ
て
い
る
場
所
の
違
い
も
注
目
さ
れ
る
。
岩

本
栄
之
助
を
「
本
市
人
」
と
表
現
す
る
場
所
で
あ
る
。

【
第
六
草
稿
】
大
阪
市
公
會
堂
岩
本
榮
之
助
君
所
捐
資
而
營
建
也
。
君
本
市
人

【
第
五
草
稿
】
大
阪
市
公
會
堂
、
本
市
人
岩
本
榮
之
助
君
所
捐
資
而
營
建
也

【
第
四
草
稿
】
大
阪
市
公
会
堂
、
本
市
人
岩
本
栄
之
助
君
所
捐
資
而
営
建
也

【
第
三
草
稿
】
大
阪
市
公
會
堂
、
岩
本
榮
之
助
君
所
捐
資
而
營
建
也
。
君
本
市
人

こ
の
よ
う
に

「
本
市
人
」
の
位
置
が
第
六
草
稿
と
第
三
草
稿
は
「
營
建
也
」
の
後
で

、

あ
る
の
に
対
し
、
第
五
草
稿
と
第
四
草
稿
は
「
岩
本
榮
之
助
」
の
前
に
置
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
も
天
囚
自
身
が
揺
れ
て
い
た
証
し
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
先
に
確

認
し
た
通
り

第
四
草
稿
は

本
市
人
岩
本
榮
之
助
君

と
墨
書
し
た
後
に

朱
で

本

、

、「

」

、

「

市
人
」
を
見
せ
消
ち
と
し

「
營
建
也
」
の
後
に
朱
筆
で
「
本
市
人
」
を
挿
入
し
て
い
る

、

。

、

「

」

、

の
で
あ
る

つ
ま
り

天
囚
は
第
四
草
稿
で

本
市
人

の
位
置
を
修
正
し
よ
う
と
し

そ
れ
が
第
六
草
稿
、
第
三
草
稿
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
総
合
す
る
と

「
景
社
文
稿
」
の
原
稿
用
紙
に
記
さ
れ
た
四
種
の
草
稿
は
、
第

、

六
草
稿
、
第
五
草
稿
、
第
四
草
稿
、
第
三
草
稿
の
順
で
成
立
し
た
の
で
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
順
番
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
不
自
然
、
不
可
解
な
展
開
と
な
る

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
疑
問
を
解
消
す
る
よ
う
な
草
稿
の
並
び
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。

最
重
要
の
注
目
点
は
、
や
は
り
美
文
調
の
五
句
が
削
除
さ
れ
、
他
の
表
現
に
修
正
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
五
句
を
含
む
の
は
第
五
草
稿
と
第
四
草
稿
で
あ
る
が
、

そ
の
削
除
を
提
案
し
た
の
は
、
第
四
草
稿
を
批
評
し
た
小
牧
桜
泉
で
あ
っ
た
。
仮
に
第

四
草
稿
が
第
五
草
稿
に
先
行
す
る
草
稿
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
天
囚
は
桜
泉
の
修
正
案
を
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保
留
と
し
て
第
五
草
稿
に
反
映
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
や
や
不

自
然
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
第
五
草
稿
こ
そ
が
天
囚
の
最
初
の
草
稿
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
草
稿
に
「
代

戊
午
六
月
」
と
執
筆
時
期
が
明
記
さ
れ
、
ま
た
「
西
村
時
彦
未
定

稾
」
と
署
名
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
う
考
え
れ
ば
腑
に
落
ち
る
。
こ
の
第
五
草
稿
に

つ
い
て
、
景
社
同
人
の
籾
山
逸
也
は
、
末
尾
の
句
に
苦
心
の
跡
が
見
ら
れ
る
と
し
て
評

価
し
た
。
そ
こ
で
天
囚
は
第
四
草
稿
で
若
干
の
修
正
は
施
し
な
が
ら
も
こ
の
美
文
調
の

五
句
は
残
し
た
ま
ま
小
牧
桜
泉
に
見
せ
た
。
大
先
輩
の
桜
泉
は
、
そ
の
部
分
が
全
体
か

ら
浮
い
て
い
る
と
率
直
に
指
摘
し
、
具
体
的
な
修
正
案
を
提
示
し
た
。
第
五
草
稿
か
ら

第
四
草
稿
へ
と
い
う
流
れ
は
ま
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
残
る
第
六
草
稿
と
第
三
草
稿
の
前
後
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
か
。
第
四
草
稿
に
対
す
る
桜
泉
の
修
正
指
示
を
、
天
囚
が
そ
の
ま
ま
受
け
入

れ
た
と
す
れ
ば
、
草
稿
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。
実
は
、
そ
れ
こ
そ
が
第
三
草
稿
な

の
で
あ
る
。
第
三
草
稿
に
は
、
天
囚
自
身
の
修
正
も
、
他
者
の
批
評
も
記
さ
れ
て
い
な

い

「
景
社
文
稿
」
の
原
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
四
種
中
、
最
も
整
然
と
し
て
い
る
よ
う
な

。
印
象
を
受
け
る
が
、
そ
れ
は
、
天
囚
が
桜
泉
の
大
幅
な
修
正
意
見
を
踏
ま
え
て
、
一
旦

清
書
し
て
み
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
天
囚
は
こ
れ
を
基
に
さ
ら
に
自
身
で

修
訂
を
加
え
た
第
六
草
稿
を
狩
野
直
喜
に
見
せ
、
批
評
を
仰
い
だ
。

こ
の
仮
説
に
基
づ
い
て
、
問
題
と
な
る
重
要
箇
所
を
中
心
に
並
び
替
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
、
岩
本
栄
之
助
の
米
国
遊
覧
の
く
だ
り
で
あ
る
。

【
第
五
草
稿
】
嘗
遊
米
國
、
目
覩
公
會
堂
之
盛
、
而
其
意
乃
決
、
遂
請
本
市
捐
納
金
壹

百
萬
圓
、
以
建
斯
堂
。
市
會
可
之
、
因
卜
地
於
中
之
島

↓
【
第
四
草
稿
】
嘗
遊
米
國
、
目
覩
公
會
堂
之
盛
、
而
其
意
乃
決
、
遂
請
捐
納
金
壹
百
萬

圓
於
本
市
、
以
建
斯
堂
。
市
會
可
之
、
因
卜
地
於
中
之
島

↓
【
第
三
草
稿
】
嘗
遊
米
國
、
目
覩
公
會
堂
之
盛
、
而
其
意
乃
決
、
遂
請
捐
納
金
壹
百
萬

圓
於
本
市
、
以
建
斯
堂
。
市
會
可
之
、
因
卜
地
於
中
之
島

↓
【

】

、

、

、

、

第
六
草
稿

嘗
遊
米
國

有
所
覩
興

其
意
乃
決

遂
請
捐
納
金
壹
百
萬
圓
於
本
市

以
充
公
共
之
資
。
市
會
可
之
、
因
嘱
委
員
議
定
、
建
斯
堂
、
卜
地
於
中
之
島

こ
の
よ
う
に
並
べ
替
え
て
み
る
と
、
第
五
草
稿
、
第
四
草
稿
、
第
三
草
稿
へ
の
流
れ

が
き
わ
め
て
自
然
と
な
る
。

仮
に
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
第
六
草
稿
が
先
で
第
三
草
稿
が
後
で
あ
っ
た
場
合
、
天
囚

は
こ
の
部
分
に
つ
い
て
第
四
草
稿
の
後
で
自
ら
か
な
り
の
修
訂
を
加
え
、
第
三
草
稿
で

ま
た
元
に
戻
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
や
や
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

次
は
、
美
文
調
五
句
の
箇
所
で
あ
る
。

【
第
五
草
稿
】
規
制
高
大
、
層
構
臨
江
、
軒
檻
曼
延
、
室
堂
無
數
。
爰
笑
爰
語
、
周
爰

咨
謀
、
秩
秩
温
温
、
式
燕
且
喜
、
匪
啻
觀
之
壯
、
其
資
于
公
益
也
大
矣

↓
【
第
四
草
稿
】
規
制
高
大
、
層
構
臨
江
、
軒
檻
連
延
、
室
堂
周
備
。
爰
笑
爰
語
、
周
爰

咨
謀
、
秩
秩
温
温
、
式
燕
且
喜
、
匪
啻
觀
之
壯

↓
【
第
三
草
稿
】
層
樓
稪
閣
、
規
制
宏
大
、
軒
檻
連
延
、
室
堂
周
備
。
於
是
市
人
之
會
集

燕
樂
、
咸
得
其
所
。
其
恵
澤
也
遠
且
大
矣

↓
【
第
六
草
稿
】
層
樓
稪
閣
、
規
制
宏
大
、
軒
檻
曼
延
、
室
堂
周
備
、
於
是
市
人
之
會
集
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燕
樂
、
咸
得
其
所
。
其
恵
澤
也
遠
且
大
矣

当
初
天
囚
が
『
詩
経
』
の
句
な
ど
を
織
り
交
ぜ
て
作
成
し
た
美
文
調
の
五
句
（
傍
線

部
）
に
つ
い
て
、
第
五
草
稿
を
批
評
し
た
籾
山
逸
也
は
苦
心
の
跡
が
見
ら
れ
る
と
評
価

し
た
。
そ
こ
で
天
囚
は
第
四
草
稿
に
も
そ
の
ま
ま
残
し
た
が
、
こ
こ
で
小
牧
桜
泉
の
率

直
な
指
摘
を
受
け
て
削
除
改
訂
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
修
正
を
反
映
さ
せ
て
一
旦
清

書
し
た
の
が
第
三
草
稿
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
に
さ
ら
に
第
六
草
稿
で
修
訂
を
加
え
た
。

、

「

」

、

ま
た

第
六
草
稿
の

有
所
觀
興

に
対
す
る
狩
野
直
喜
の
修
正
意
見
を
踏
ま
え
て

「
樂
輸
濟
衆
」
の
句
が
入
っ
て
い
る
の
は
、
第
一
草
稿
、
第
二
草
稿
、
完
成
版
壁
記
で

あ
る
。
と
す
れ
ば

「
景
社
文
稿
」
の
原
稿
用
紙
に
記
し
た
四
種
の
中
で
は
、
や
は
り
第

、

六
草
稿
が
最
も
後
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

二
つ
の
大
き
な
問
題
箇
所
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
お
お
む
ね
不
自
然

。

、

。

さ
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う

念
の
た
め

こ
の
仮
説
を
整
理
し
て
図
に
示
し
て
み
よ
う

【
第
五
草
稿

（
最
初
の
草
稿

「
代
戊
午
六
月

「
西
村
時
彦
未
定
稾

）

】

、

」

」

籾
山
逸
也
の
批
評
、
末
尾
の
句
を
苦
心
あ
り
と
し
て
評
価
。

↓
【
第
四
草
稿

（
お
お
む
ね
第
五
草
稿
を
継
承
し
て
微
調
整

「
代
市
長

）

】

、

」

小
牧
桜
泉
の
批
評
、
末
尾
五
句
の
削
除
と
そ
の
代
替
案
を
提
示
。

↓
【
第
三
草
稿

（
桜
泉
の
批
評
を
受
け
て
大
幅
に
修
正
、
一
旦
清
書

「
代
戊
午
六
月

）

】

、

」

さ
ら
に
自
身
で
修
訂
を
加
え
る
。

↓
【
第
六
草
稿

（
第
三
草
稿
を
踏
ま
え
た
修
訂
版

「
代

）

】

、

」

狩
野
直
喜
の
批
評
、
米
国
遊
覧
直
後
の
句
の
修
正
を
提
案
。

↓こ
の
よ
う
な
順
序
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
批
評
を
天
囚
が
概
ね
受
け
入

れ
て
修
正
を
施
し
て
い
っ
た
過
程
が
よ
く
理
解
で
き
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
一
つ
留
意
し
た
い
の
は
、
各
草
稿
間
の
時
間
差
で
あ
る
。
天
囚
は
そ

れ
ぞ
れ
の
草
稿
を
執
筆
し
た
後
、
景
社
の
同
人
や
先
輩
に
批
評
を
仰
い
で
い
る
が
、
そ

の
間
に
十
分
な
時
間
を
置
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
天
囚

籾
山

→

天
囚

小
牧

天
囚

狩
野

天
囚
と
い
う
三
往
復
に
ど
れ
く
ら
い
の
時
間
を
要
し

→

→

→

→

→

た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

仮
に
右
の
よ
う
な
順
番
で
草
稿
が
修
正
さ
れ
て
い
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
比
較
的

短
期
間
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

は
じ
め
の
第
五
草
稿
に
は

戊

。

「

午
六
月
」
と
あ
り
、
ま
た
第
三
草
稿
に
も
同
じ
く
「
戊
午
六
月
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
「
戊
午
六
月
」
は
起
草
開
始
月
を
便
宜
的
に
書
い
た
と
い

、

。

う
こ
と
で

実
際
の
執
筆
月
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る

た
だ
一
方
で
、
大
阪
市
中
央
公
会
堂
の
竣
工
が
目
前
に
迫
り
、
大
阪
市
か
ら
の
依
頼
に

、

。

よ
っ
て
急
遽
天
囚
が
筆
を
執
り

あ
わ
て
て
修
訂
を
重
ね
て
行
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る

銅
版
の
鋳
造
に
も
一
定
の
時
間
を
要
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
天
囚
に
与
え
ら
れ
た
時
間

は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
天
囚
と
籾
山
逸
也
、
狩
野
直
喜
と
は
景
社
の
同
人
で
あ
り
、
日
頃
か
ら
お

互
い
に
文
章
添
削
を
し
合
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
い
た
。
天
囚
は
彼
ら
に
批
評
を
求

め
や
す
く
、
籾
山
、
狩
野
も
こ
れ
に
即
座
に
応
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
景
社
の
会
合
は

原
則
毎
月
二
十
五
日
に
開
催
さ
れ
て
い
た
の
で
、
天
囚
が
批
評
を
依
頼
し
た
の
は
そ
の

際
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

小
牧
桜
泉
は
や
や
別
格
で
あ
っ
た
が
、
天
囚
と
は
旧
知
の
間
柄
で
、
そ
の
依
頼
に
桜

泉
が
即
応
し
た
可
能
性
も
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
景
社
が
本
格
的
に
活
動
を

開
始
す
る
前
は
、
籾
山
逸
也
、
木
崎
愛
吉
、
西
村
天
囚
が
月
一
回
会
合
し
、
持
ち
寄
っ

た
草
稿
を
小
牧
桜
泉
に
郵
送
し
て
添
削
を
仰
い
で
い
た
。
こ
れ
が
大
正
四
年
一
月
か
ら

の
本
格
的
な
会
合
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
績
が
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
大

阪
市
公
会
堂
壁
記
草
稿
に
つ
い
て
も
、
天
囚
と
桜
泉
の
間
は
郵
送
で
の
往
復
だ
っ
た
と
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考
え
て
問
題
な
く
、
ま
た
、
桜
泉
が
何
ら
か
の
事
情
で
た
ま
た
ま
来
阪
し
た
際
の
や
り

と
り
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
す
べ
て
の
草
稿
に
日
付
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
、
詳
細
は
分
か
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
応
酬
は
比
較
的
短

時
間
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
原
稿
用
紙
で
は
な
く
白
紙
に
記
さ
れ
た
第
一
草
稿
、
第
二
草
稿
と
の
前

後
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
も
、
さ
ら
に
若
干
の
修
正
を
施
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
が
、
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
共
通
す
る
の
は
、
第
六
草
稿
に
対
す
る
狩
野
直
喜
の

批
評
を
反
映
さ
せ
た
修
正
版
だ
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
最
も
特
徴
的
な
の
は
、
米
国

遊
覧
直
後
の
句
「
樂
輸
濟
衆
」
が
「
景
社
文
稿
」
の
原
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
四
つ
の
草

稿
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
、
こ
の
第
一
草
稿
、
第
二
草
稿
に
は
反
映
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
、
原
稿
用
紙
四
種
の
草
稿
の
内
で
は
第
六
草
稿
が
最
後

の
も
の
で
、
そ
れ
を
受
け
て
さ
ら
に
修
正
を
加
え
た
も
の
が
、
白
い
紙
に
書
か
れ
た
草

稿
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
そ
の
第
一
草
稿
、
第
二
草
稿
の
前
後
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
本
文
自
体

に
は
大
き
な
違
い
は
な
い
の
で
、
明
確
に
は
断
定
で
き
な
い
が
、
あ
え
て
言
え
ば
、
第

一
草
稿
は

「
公
益

「
公
共
之
資
」
と
い
う
類
似
表
現
が
使
わ
れ
て
い
て
、
や
や
重
複

、

」

。

「

」

、

。

の
感
じ
が
残
る

第
二
草
稿
に
は

公
共
之
資

は
な
く

こ
う
し
た
違
和
感
は
な
い

ま
た
、
先
述
の
よ
う
に
字
数
も
第
二
草
稿
の
方
が
や
や
少
な
く
、
完
成
版
壁
記
の
字
数

に
近
い
。
さ
ら
に
何
よ
り
天
囚
自
身
が
「
定
稾
」
と
朱
書
き
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
す

れ
ば
、
や
は
り
こ
の
第
二
草
稿
が
一
応
の
最
終
草
稿
だ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

、

、

。

問
題
と
な
る
部
分
に
つ
い
て

第
六
草
稿

完
成
版
壁
記
と
と
も
に
並
べ
て
み
よ
う

字
数
が
徐
々
に
減
少
し
、
締
ま
っ
た
表
現
に
な
っ
て
い
く
の
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

【

】

、

。

、

、

、

第
六
草
稿

常
思
盡
力
公
益

以
顯
父
母
名

嘗
遊
米
國

有
所
覩
興

其
意
乃
決

遂
請
捐
納
金
壹
百
萬
圓
於
本
市
、
以
充
公
共
之
資
。
市
會
可
之
、
因
嘱
委
員
議
定
、
建

斯
堂
、
卜
地
於
中
之
島

【
第
一
草
稿
】
常
思
盡
力
公
益
、
顯
父
母
名
。
嘗
遊
米
國
、
觀
其
俗
樂
輸
濟
衆
、
唯
恐

不
逮
、
意
乃
決
、
遂
欲
請
捐
金
壹
百
萬
圓
以
充
公
共
之
資
。
因
與
有
志
者
商
議
、
請
建

斯
堂

【
第
二
草
稿
】
常
思
盡
力
公
益
、
顯
父
母
名
。
嘗
遊
米
國
、
觀
其
俗
樂
輸
濟
衆
、
唯
恐

不
逮
、
意
乃
決
、
因
與
有
志
者
商
議
、
遂
請
捐
金
壹
百
萬
圓
以
建
斯
堂

【
完
成
版
壁
記
】
常
思
盡
力
公
益
、
顯
父
母
名
。
嘗
遊
米
國
、
觀
其
俗
、
樂
輸
濟
衆
、

唯
恐
不
逮
、
意
乃
決
。
遂
請
捐
金
壹
百
萬
圓
以
建
斯
堂

た
だ
、
第
二
草
稿
が
最
終
草
稿
だ
っ
た
と
し
て
も
、
完
成
版
壁
記
と
の
間
に
は
な
お

若
干
の
相
違
が
あ
る
。
第
二
草
稿
に
は
塗
抹
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
、
天
囚
が
最
終
段
階

で
も
な
お
苦
心
を
重
ね
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
天
囚
は
、
大
阪
市
に
提
出
す
る
際
、

さ
ら
に
軽
微
な
修
正
を
加
え
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
結
果
を
踏
ま
え
、
大
阪
市
中
央
公
会
堂
壁
記
の
成
立
事
情
を
時
系
列
で

示
し
て
み
よ
う
。

大
正
七
年
（
一
九
一
八

、
大
阪
市
か
ら
西
村
天
囚
に
壁
記
起
草
の
依
頼
あ
り
。
公

）
、

。

会
堂
の
竣
工
が
秋
に
迫
り

銅
版
の
設
置
が
急
遽
決
ま
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る

↓
天
囚
、
こ
れ
を
受
諾
。
草
稿
執
筆
に
と
り
か
か
る
。

↓
「
景
社
文
稿
」
の
原
稿
用
紙
を
使
い
、
草
稿
を
景
社
の
同
人
や
先
輩
に
見
せ
、
批

評
を
仰
ぐ
。
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【
第
五
草
稿

（
最
初
の
草
稿
、
戊
午
六
月
）

】

籾
山
逸
也
の
批
評
、
末
尾
の
句
を
評
価
。

↓
【
第
四
草
稿

（
お
お
む
ね
第
五
草
稿
を
継
承
し
て
微
調
整
）

】

小
牧
桜
泉
の
批
評
、
末
尾
五
句
の
削
除
と
そ
の
代
替
案
を
提
示
。

↓
【
第
三
草
稿

（
桜
泉
の
提
案
を
反
映
し
て
大
幅
に
修
正
し
一
旦
清
書
）

】

第
三
草
稿
を
受
け
て
さ
ら
に
自
身
で
修
訂

↓
【
第
六
草
稿

（
第
三
草
稿
を
基
に
し
た
修
訂
版
）

】

狩
野
直
喜
の
批
評

「
嘗
遊
米
国
」
直
後
の
句
の
修
正
を
提
案
。

↓

、

↓

大
阪
市
へ
の
提
出
を
念
頭
に
置
い
て
白
い
紙
に
浄
書
す
る
。

【
第
一
草
稿

（
第
六
草
稿
に
対
す
る
狩
野
直
喜
の
批
評
を
受
け
て
修
正
）

】

↓
【
第
二
草
稿

（
第
一
草
稿
を
若
干
修
正
し
て
「
定
稾
」
と
記
す
）

】

↓

（
最
終
草
稿
、
大
阪
市
へ
提
出
、
こ
の
存
在
は
未
詳
）

↓
完
成
版
壁
記
（
大
正
七
年
十
一
月
。
大
阪
市
中
央
公
会
堂
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー

ル
掲
示
）

五

切
磋
琢
磨
す
る
文
人
た
ち

草
稿
の
順
序
に
つ
い
て
は
、
漢
文
の
記
述
や
批
評
か

ら
推
論
し
た
仮
説
に
過
ぎ
な
い
。
最
も
合
理
的
だ
と
思

わ
れ
る
順
番
は
上
記
の
通
り
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、

天
囚
自
身
も
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら
草
稿
と
格
闘
し

て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い

。
ま
た
、
こ
れ
以
外

（
注

）
13

に
も
草
稿
や
他
者
の
批
評
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の

過
程
は
さ
ら
に
複
雑
に
な
る
。

た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
か
ら
分
か
る
の
は
、

天
囚
が
自
身
の
草
稿
を
入
念
に
自
己
添
削
す
る
と
と
も

に
、
景
社
の
同
人
や
先
輩
に
草
稿
を
見
せ
、
謙
虚
に
批

評
を
仰
ご
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
景
社
結
成
の

動
機
が
文
章
鍛
錬
に
あ
っ
た
の
で
当
然
と
も
言
え
よ
う

が
、
天
囚
の
よ
う
な
漢
文
の
才
能
を
持
っ
た
文
人
が
柔、

軟
に
他
者
の
批
評
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
点
は

大
い
に
注
目
さ
れ
る
。

実
は
、
こ
の
景
社
の
交
流
に
関
わ
る
資
料
が
、
同
じ
く

種
子
島
の
西
村
家
で
発
見
さ
れ
た

「
景
社
題
名
第
三
」

。

と
い
う
寄
せ
書
き
で
あ
る
。
景
社
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
示

す
重
要
な
資
料
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
に
紹
介
し
、

こ
の
壁
記
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
み
よ
う
。

「
景
社
」
は
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
二
月

に
結
成
さ
れ
た
。
天
囚
の
「
景
社
同
約

（

碩
園
先
生

」
『
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文
集
』
巻
三
）
に
よ
れ
ば
、
結
社
の
精
神
は

『
論
語
』
顔
淵
篇
の
「
文
を
以
て
友
を
会

、

す
（
以
文
会
友

」
に
よ
る
と
い
う
。
ま
た
、
会
の
名
前
の
由
来
は
、
同
人
が
み
な
大
阪

）

市
北
区
の
「
菅
廟

（
天
満
宮
）
付
近
に
住
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
天
神
様
を
景
し
て
、

」

す
な
わ
ち
仰
ぎ
慕
っ
て
、
そ
の
「
賽
日

（
祭
日
）
の
毎
月
二
十
五
日
の
夜
に
会
合
す
る

」

こ
と
に
ち
な
む
と
い
う
。
同
人
は
、
自
作
の
漢
詩
文
を
持
ち
寄
り
、
互
い
に
添
削
し
あ

っ
た
り
、
即
興
の
詩
を
作
っ
た
り
し
て
い
た
。
ま
た
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
二
月

の
「
景
社
題
名
記

（

碩
園
先
生
文
集
』
巻
三
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
時
点
（
発
足
五
・

」
『

六
年
目
）
で
、
同
人
は
十
一
名
で
あ
っ
た
と
い
う
。

種
子
島
の
西
村
家
で
発
見
さ
れ
た
「
景
社
題
名
第
三
」
は
、
こ
の
景
社
の
会
合
の
際

の
寄
せ
書
き
で
あ
る
（
縦
三
四×

横
一
三
一
㎝

。

狩
野
直
喜
の
代
表
署
名
に
続
き
、

）

参
加
者
が
署
名
し
て
い
る
の
で
、
念
の
た
め
そ
の
氏
名
を
記
し
て
お
こ
う
。

永
田
暉
明
、
磯
野
維
秋
、
長
尾
甲
（
雨
山

、
西
村
時
彦
、
内
藤
虎
（
湖
南

、

）

）

光
吉
元
、
狩
野
直
喜
、
本
田
成
之
、
武
内
義
雄
、
青
木
正
児
、
岡
崎
文
夫
、
石

濱
純
太
郎
、
藤
林
廣
超
、
神
田
喜
一
郎

こ
こ
に
籾
山
逸
也
と
小
牧
桜
泉
の
名
は
見
え
な
い
が

景
社
の
会
合
を
記
録
し
た

景

、

『

』

、

。

、

社
紀
事

に
は

同
人
の
筆
頭
に
籾
山
逸
也
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る

ま
た
そ
こ
に
は

小
牧
桜
泉
に
つ
い
て
も

「
景
社
同
約
」
を
見
た
感
想
と
し
て
「
感
服
に
勝
え
ず
」
と
賞

、

た

讃
し
た
こ
と
が
朱
書
き
で
添
え
ら
れ
て
い
る

。

（
注

）
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ま
た
、
天
囚
は

「
景
社
題
名
記
」
に
お
い
て
、
自
身
が
若
い
時
、
恩
師
の
重
野
安
繹

、

に
連
れ
ら
れ
て
麗
沢
社
の
会
合
に
参
加
し
、
そ
こ
で
重
野
や
桜
泉
ら
の
大
家
が
互
い
の

れ

い

た

く

文
章
を
忌
憚
な
く
批
評
添
削
し
合
っ
て
い
る
さ
ま
を
見
て
切
磋
琢
磨
の
重
要
性
を
感
じ

た
と
述
べ
て
い
る

『
景
社
紀
事
』
の
末
尾
に
は
、
同
人
の
住
所
も
記
載
さ
れ
て

（
注

）
。

15

い
る
が
、
そ
の
最
終
行
に
は
、
当
時
東
京
在
住
だ
っ
た
桜
泉
に
つ
い
て

「
小
牧
昌
業
先

、

生
」
と
し
て
、
そ
の
住
所
が
記
さ
れ
て
い
る
。
桜
泉
は
景
社
の
結
成
を
促
し
た
恩
人
で

あ
り
、
そ
の
顧
問
的
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
四
十
四
年
に
結
成
さ
れ
た
景
社
で
あ
る
が
、
実
際
の
会
合
は
大
正
四
年
（
一
九

一
五
）
一
月
か
ら
始
ま
り

、
こ
の
回
は
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
七
月
十
六

（
注

）
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日
、
京
都
宇
治
の
旅
館
網
代
で
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
京
都
・
大
阪
の
連
合
開
催

と
し
て
は
第
三
回
。
通
算
で
は
第
十
七
回
で
あ
る

「
景
社
題
名
第
三
」
と
記
し
て
あ
る

。

の
は
、
こ
の
第
三
回
連
合
開
催
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
幹
事
は
西
村
天
囚
が
務
め
、
参
加

者
は
十
四
名
で
あ
っ
た

「
景
社
同
約
」
に
よ
る
と
、
例
会
は
毎
月
二
十
五
日
開
催
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の

月
は
京
都
の
内
藤
湖
南
か
ら
、
夏
期
休
暇
に
入
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
な
る
の
で
二
十
五
日

で
は
集
ま
り
に
く
く
十
六
日
に
前
倒
し
し
た
い
と
い
う
提
案
が
あ
り
、
急
遽
開
催
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
同
人
た
ち
は
、
期
日
に
追
わ
れ
て
あ
わ
て
て
文
章
を
作

成
し
た
と
い
う
。

大
阪
か
ら
参
加
し
た
の
は
、
光
吉
元
、
磯
野
維
秋
、
武
内
義
雄
、
石
濱
純
太
郎
、
西

村
天
囚
の
五
人
。
京
都
か
ら
参
加
し
た
の
は
、
狩
野
直
喜
、
内
藤
湖
南
、
長
尾
雨
山
、

永
田
暉
明
。
ま
た
こ
の
第
三
回
で
は
、
本
田
成
之
、
青
木
正
児
、
岡
崎
文
夫
、
藤
林
廣

超
、
神
田
喜
一
郎
が
新
入
会
と
し
て
初
参
加
し
た
。

彼
ら
は
、
い
ず
れ
も
関
西
の
中
国
学
・
東
洋
学
を
担
う
碩
学
で
あ
り
、
景
社
が
い
か

に
優
れ
た
人
材
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
か
が
分
か
る
。
こ
の
寄
せ
書
き
か
ら
分
か
る
よ
う

に
、
参
加
者
は
、
署
名
と
と
も
に
座
右
の
銘
の
よ
う
な
語
句
を
添
え
て
い
る
。

西
村
天
囚
は
「
言
之
不
文
行
之
不
遠
」
と
記
し
た
。
訓
読
す
れ
ば

「
言
の
文
ら
ざ

、

か

ざ

れ
ば
、
之
を
行
う
も
遠
か
ら
ず
」
と
な
る
。
こ
れ
は

『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
二
十
五
年

、

に
記
載
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
孔
子
の
言
葉
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

仲
尼
曰
く
、
志
に
之
有
り
、
言
以
て
志
を
足
し
、
文
て
以
て
言
を
足
す
。
言
わ
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ざ
れ
ば
誰
か
其
の
志
を
知
ら
ん
。
言
の
文
無
き
は
、
行
わ
れ
て
遠
か
ら
ず
（
仲

尼
曰
、
志
有
之
、
言
以
足
志
、
文
以
足
言
、
不
言
誰
知
其
志
。
言
之
無
文
、
行

而
不
遠
）

、「

」（

）

、「

、

（

）

孔
子
は
言
っ
た

志

古
書

に

言
葉
に
よ
っ
て
意
志
が
伝
わ
り

文

修
辞

に
よ
っ
て
言
葉
は
充
足
す
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
言
わ
な
け
れ
ば
誰
に
も
意
志
は
伝
わ

ら
な
い
が
、
そ
こ
に
文
辞
が
な
け
れ
ば
遠
く
に
は
波
及
し
な
い
、
と
。
意
志
と
言
語
と

修
辞
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、
景
社
の
精
神
に
ふ
さ
わ
し
い
語
句
で
あ
る
と

言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
思
い
を
胸
に
、
天
囚
は
血
の
滲
む
よ
う
な
文
章
鍛
錬
に
励
ん
で

い
た
の
で
あ
る

。

（
注

）
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結

論

本
稿
で
は
、
大
阪
市
中
央
公
会
堂
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
壁
記
に
つ
い
て
、
そ
の

成
立
事
情
を
考
察
し
て
き
た
。
こ
の
壁
記
は
、
第
六
代
大
阪
市
長
池
上
四
郎
か
ら
の
依

頼
に
よ
り
、
西
村
天
囚
が
起
草
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
天
囚
の
郷
里
種
子
島
に
残
さ
れ

て
い
た
「
文
稾
」
の
中
に
、
そ
の
草
稿
六
種
類
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら

を
分
析
す
る
と
、
天
囚
が
自
ら
推
敲
を
重
ね
る
一
方
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し

て
批
評
を
仰
ぎ
、
そ
の
指
摘
を
謙
虚
に
受
け
入
れ
て
修
正
を
施
し
つ
つ
完
成
稿
に
近
づ

い
て
い
っ
た
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
特
に
、
天
囚
が
結
成
し
た
景
社
の
同
人
た
ち

と
は
、
こ
の
壁
記
で
も
、
ま
た
他
の
資
料
で
も
相
互
研
鑽
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

「
景
社
題
名
第
三
」
に
署
名
が
あ
っ
た
石
濱
純
太
郎
に
つ
い
て
附
言
す
れ
ば
、
同
じ

く
種
子
島
で
発
見
さ
れ
た
資
料
の
中
に
、
石
濱
が
天
囚
に
添
削
を
求
め
た
自
筆
草
稿
が

あ
る

景
社
文
稿

の
原
稿
用
紙
に
記
し
た
漢
文
の
末
尾
に

石
濱
純
太
郎
拝
稾

伏

。「

」

、「

」「

乞
大
斧
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
石
濱
が
景
社
の
同
人
と
し
て
、
そ
の
原
稿
用
紙
を
使

う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う

。

（
注

）
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石
濱
純
太
郎
は
、
後
に
東
洋
学
の
泰
斗
と
な
る
漢
学
者
で
あ
る
が
、
天
囚
よ
り
も
二

十
歳
ほ
ど
年
少
で
、
天
囚
に
誘
わ
れ
て
景
社
に
入
会
し
た
。
言
わ
ば
大
恩
人
で
あ
る
。

天
囚
は
、
そ
う
し
た
年
少
者
か
ら
の
添
削
要
請
に
応
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
も
景

社
の
同
人
に
批
評
を
依
頼
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
文
人
た
ち
が
い
か
に
誠

実
に
文
章
鍛
錬
に
励
ん
で
い
た
か
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

大
阪
市
中
央
公
会
堂
の
壁
記
も
、
実
は
こ
う
し
た
文
人
た
ち
の
、
厳
し
く
も
温
か
い

相
互
研
鑽
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
例
え
ば
、
サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
編
『
写
真
集
お
お
さ
か
１
０
０
年

（
一
九
八
七
年
）
は
、
大
阪

』

市
公
会
堂
に
つ
い
て

「
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
三
月
、
中
之
島
に
二
階
建
て
木
造
の

、

公
会
堂
が
で
き
る
」
と
記
す
。
ま
た
、
山
形
政
昭
「
大
阪
市
中
央
公
会
堂
の
建
築

（

大
阪

」
『

』

、

）

、「

（

）

」

芸
術
大
学
紀
要

第
二
十
二
号

一
九
九
九
年

も

市
立
公
会
堂

明
治

年

が
建
ち

36

と
述
べ
、
進
藤
浩
伸
『
公
会
堂
と
民
衆
の
近
代

（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
も
、

』

完
成
当
時
の
名
称
が
「
中
之
島
公
会
堂
」
で
、
完
成
年
は
「
明
治
三
十
六
年

、
設
立
経
緯
と

」

し
て

「
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
伴
い
建
設
。
大
正
七
年
か
ら
天
王
寺
公
会
堂
と
改
称
」

、

と
説
明
す
る
。
い
ず
れ
も

「
明
治
三
十
六
年
」
に
建
設
さ
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

、

（
２
）
明
治
三
十
五
年
十
一
月
二
日
付
け
読
売
新
聞
は

「
大
阪
公
会
堂
開
場
式
」
の
見
出
し
で
、
次

、

の
よ
う
に
報
じ
て
い
る

「
一
日
大
阪
特
発

当
地
博
覧
会
協
賛
会
の
設
備
に
係
わ
る
公
会
堂

。

は
今
日
開
場
式
を
挙
行
し
、
住
友
会
長
の
告
辞
、
役
員
総
代
の
報
告
、
其
の
他
二
三
の
祝
詞

あ
り
。
列
席
者
三
百
余
名

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
内
国
勧
業
博
覧
会
開
催
前
年
の
明
治
三
十
五

」

（

）

。

、

年

一
九
〇
二

十
一
月
一
日
に
公
会
堂
の
開
場
式
が
挙
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

ま
た
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同
年
十
一
月
八
日
付
け
読
売
新
聞
は
次
の
よ
う
に
記
す

「
大
坂
に
久
し
く
必
要
を
唱
え
て
成

。

立
を
見
ざ
り
し
公
会
堂
を
博
覧
会
協
会
が
動
機
に
て
漸
く
中
之
島
に
設
立
を
見
申
候
。
天
長

、

『

』

節
祭
日
鶴
原
市
長
の
夜
会
を
第
一
と
し

翌
四
日
に
は
午
後
六
時
よ
り
文
学
雑
誌

小
天
地

の
三
周
年
紀
念
の
文
学
講
演
会
あ
り
。
聴
衆
八
百
余
名
に
て
盛
会
に
候
い
き
。
講
演
者
は
西

村
天
囚
（
支
那
文
学
談

、
大
村
西
崖
（
大
坂
美
術
の
将
来

、
幸
田
成
友
（
図
書
館
談

、
菊

）

）

）

（

）
、

（

）
、

（

）
、

池
幽
芳

西
比
利
亜
雑
感

浩
々
歌
客

独
立
的
日
本
文
学

中
井
秋
水

趣
味
の
開
発

薄
田
泣
菫
（
新
体
詩
朗
読
）
の
諸
氏
に
て
鈴
木
皷
村
氏
の
十
三
絃
弾
奏
も
有
之
。
何
れ
も
有

。

」
。

力
の
談
話
に
候
い
き

此
種
の
公
会
に
し
て
斯
く
有
力
の
談
あ
り
し
は
近
来
無
き
こ
と
に
候

（
３
）
内
国
勧
業
博
覧
会
に
つ
い
て
は
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
人
間
文
化
研
究
機
構
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
『
企
画
展
示

学
び
の
歴
史
像

わ
た
り
あ
う
近
代

（
一
般
財
団
法
人
歴
史

─

─
』

民
俗
博
物
館
振
興
会
、
二
〇
二
一
年

、
お
よ
び
大
阪
市
役
所
編
集
『
明
治
大
正
大
阪
市
史
』

）

第
一
巻
概
説
篇
（
日
本
評
論
社
、
一
九
三
四
年
）
参
照
。

（
４
）
旧
公
会
堂
の
定
員
に
つ
い
て
は
、
報
道
に
よ
っ
て
二
千
五
百
か
ら
五
千
ま
で
と
幅
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
一
階
が
「
平
場
」
で
固
定
椅
子
が
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
催
事
の
規
模
に
応
じ
て

椅
子
を
並
べ
た
り
、
立
ち
見
に
し
た
り
し
た
か
ら
で
あ
る
。
明
治
四
十
四
年
八
月
十
九
日
付

け
大
阪
朝
日
新
聞
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
漱
石
や
天
囚
が
登
壇
し
た
八
月
十
八
日
の
講
演
会
で

は
、
あ
ら
か
じ
め
三
千
五
百
席
の
椅
子
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
で
は
到
底
収
容
し
き

れ
ず
、
立
ち
見
の
人
や
演
壇
の
周
囲
に
ゴ
ザ
を
敷
い
て
座
っ
た
人
も
い
た
と
い
う
。
加
藤
紫

芳
『
大
阪
案
内

（
矢
嶋
誠
進
堂
・
岡
村
文
錦
堂
、
一
九
〇
五
年
）
は

「
階
上
階
下
を
合
せ

』

、

三
千
人
位
を
容
る
べ
し
と
い
う
」
と
す
る
が
、
こ
れ
も
概
数
に
過
ぎ
ず
、
実
際
に
は
催
事
に

よ
っ
て
増
減
し
た
の
で
あ
る
。

（
５
）
以
下
、
岩
本
栄
之
助
と
公
会
堂
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
大
阪
市
中
央
公
会
堂
地
下
一
階
展
示

室
の
解
説

お
よ
び
伊
勢
田
史
郎

ま
た
で
散
り
ゆ
く

岩
本
栄
之
助
と
中
央
公
会
堂

編

、

『

』（

─

─

集
工
房
ノ
ア
、
二
〇
一
六
年

、
山
形
政
昭
「
大
阪
市
中
央
公
会
堂
の
建
築

（

大
阪
芸
術
大

）

」
『

学
紀
要
』
第
二
十
二
号
、
一
九
九
九
年
）
を
参
考
に
し
た
。

（
６
）
原
稿
サ
イ
ズ
は
い
ず
れ
も
毎
半
葉
二
十
五×

十
七
㎝
。
な
お
、
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）

か
ら
西
村
天
囚
の
郷
里
種
子
島
で
進
め
て
い
る
現
地
調
査
の
概
要
に
つ
い
て
は

湯
浅
邦
弘
・

、

竹
田
健
二
・
佐
伯
薫
「
西
村
天
囚
関
係
資
料
調
査
報
告

種
子
島
西
村
家
訪
問
記

（

懐

─

─
」
『

徳
』
第
八
十
六
号
、
二
〇
一
八
年

、
お
よ
び
拙
稿
「
西
村
天
囚
の
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

種

）

─

」（
『

』

、

）

。

子
島
西
村
家
所
蔵
資
料
を
中
心
と
し
て

懐
徳

第
八
十
七
号

二
〇
一
九
年

参
照

─

（
７
）
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
十
月
、
孔
子
没
後
二
千
四
百
年
記
念
と
し
て
湯
島
聖
堂
で
挙
行

さ
れ
た
孔
子
祭
で
は
、
徳
川
宗
家
第
十
六
代
当
主
で
斯
文
会
会
長
の
徳
川
家
達
公
爵
が
祭
主

い

え

さ

と

を
務
め
、
祭
文
を
奉
読
し
た
が
、
実
は
、
こ
の
祭
文
も
西
村
天
囚
が
起
草
し
た
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
祭
文
は

『
碩
園
先
生
文
集
』
巻
三
に
「
孔
子
祭
告
文
（
代
壬
戌

」
と
し

、

）

て
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
書
き
出
し
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る

「
維
大
正
十
一
年
、
歳
在

。

玄
黓
閹
茂
、
自
至
聖
孔
子
卒
二
千
四
百
年
于
茲
、
斯
文
會
於
十
月
二
十
九
日
、
謹
致
祭
於
聖

廟
神
座
之
前
、
會
長
公
爵
徳
川
家
達
敢
昭
告
于
孔
子
之
靈
曰
、

『
碩
園
先
生
文
集
』

…
…
」
。

に
は
他
に
も
「
代

（
代
筆
）
と
さ
れ
て
い
る
漢
文
が
い
く
つ
か
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

」

は
「
代
」
と
記
し
た
天
囚
の
草
稿
を
懐
徳
堂
記
念
会
が
確
認
し
た
の
で
収
録
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て

「
大
阪
市
公
会
堂
壁
記
」
は
、
天
囚
の
代
筆
草
稿
の
存
在
を
懐
徳
堂

、

記
念
会
が
確
認
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
文
集
に
は
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
８

『
旧
唐
書
』
李
晟
伝
に

「
晟
乃
於
畿
甸
率
聚
征
賦
、
吏
民
樂
輸
、
守
禦
益
固
、
由
是
軍
不
乏

）

、

食
」
と
あ
り

『
新
唐
書
』
食
貨
志
に

「
乃
命
庸
調
資
課
皆
以
米
、
凶
年
樂
輸
布
絹
者
亦
從

、

、

之
」
な
ど
と
見
え
る
。

（
９
）
前
後
の
文
は
以
下
の
通
り

「
城
東
北
有
土
地
、
爲
拝
天
之
所
、
規
制
精
巧
、
柱
石
皆
青
石
、

。

」
。

「

」

、

雕
爲
花
文

こ
う
し
た

規
制

の
語
義
は
漢
和
辞
典
・
国
語
辞
典
な
ど
に
は
見
え
な
い
が

近
世
以
降
の
用
例
を
受
け
て
、
現
代
中
国
語
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば

『
中
日

、

大
辞
典
』
第
三
版
（
愛
知
大
学
中
日
大
辞
典
編
纂
所
編
、
大
修
館
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
で

は

「
規
制
」
の
語
義
と
し
て

「
①
規
制
・
制
度
」
と
す
る
一
方

「
②
（
建
物
の
）
規
模
形

、

、

、

態
」
を
あ
げ
て
い
る
。
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（

）
平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
）
の
資
料
調
査
で
発
見
さ
れ
た
西
村
天
囚
の
未
完
草
稿
『
論
語

10

集
釈
』
上
下
二
冊
は
、
原
稿
用
紙
で
は
な
く
白
い
紙
に
筆
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
二
冊
目
の

第
七
十
三
丁

泰
伯
篇
末
尾

に

景
社
文
稿

の
原
稿
用
紙
が
挟
み
込
ま
れ
て
い
た

論

（

）

、「

」

。『

語
集
釈
』
の
字
間
、
行
間
が
整
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
を
下
敷
き
に
し
て
書
い
た
か
ら
だ
と

推
測
さ
れ
る

『
論
語
集
釈
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
湯
浅
邦
弘
解
説
『
西
村
天
囚
『
論
語
集

。

釈

（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
二
〇
二
一
年
）
参
照
。

』
』

（

）
鉄
砲
伝
来
紀
功
碑
文
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
鉄
砲
伝
来
紀
功
碑
文
の
成
立

（
島
根
大

」

11

学
教
育
学
部
国
文
学
会
『
国
語
教
育
論
叢
』
第
二
十
七
号
、
二
〇
二
〇
年
）
参
照
。

（

）
西
村
天
囚
の
世
界
一
周
旅
行
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
世
界
は
縮
ま
れ
り

西
村
天
囚
『
欧
米

─

12

遊
覧
記
』
を
読
む

（K
AD
O
K
AW
A

、
二
〇
二
二
年
）
参
照
。

─
』

（

）
こ
う
し
た
仮
説
の
順
番
で
草
稿
が
修
訂
さ
れ
た
と
し
て
も
、
一
直
線
に
完
成
版
に
向
か
っ
て

13

い
っ
た
の
で
は
な
く
、
細
部
に
つ
い
て
は
一
旦
修
正
ま
た
は
削
除
し
た
箇
所
を
後
に
復
活
さ

せ
た
と
思
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
完
成
版
で
は
「
遂
請
捐
金
壹
百
萬
園
」
と
な
っ

て
い
る
が
、
天
囚
は
こ
の
「
遂
」
字
を
一
旦
削
除
し
た
後
、
復
活
さ
せ
た
り
も
し
て
い
る
。

細
部
を
修
正
し
た
後
、
や
は
り
元
の
方
が
よ
か
っ
た
と
し
て
戻
す
こ
と
は
現
在
の
我
々
の
原

稿
執
筆
に
も
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

（

）
景
社
の
会
合
の
実
態
を
示
す
『
景
社
紀
事

（
草
稿
）
は
大
阪
大
学
「
石
濱
文
庫
」
所
収
。
大

』

14

正
四
年
一
月
か
ら
六
年
九
月
ま
で
計
二
十
六
回
の
会
合
の
参
加
者
や
持
ち
寄
っ
た
文
稿
の
名

な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
各
回
の
幹
事
の
文
責
で
墨
書
さ
れ
て
お
り
、
天
囚
以
外
の
同
人
の

筆
跡
も
見
え
る
。
冒
頭
に
「
景
社
同
約
」
を
掲
げ
た
後

「
景
社
題
名
」
と
し
て
同
人
の
名
前

、

が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
記
す
と
、
掲
載
順
に
、
籾
山
逸
、
西
村
時
彦
、
木
崎
愛

、

、

（

）
、

、

（

）
、

、

、

吉

牧
巻
次
郎

岡
山
原

源
六

田
中
直

光
吉
元

元
次
郎

馬
場
譲

永
田
暉
明

藤
澤
元

黄
鶴

武
内
義
雄

植
田
政

長
尾
甲

雨
山

波
多
野
寧

内
藤
虎
次
郎

湖

（

）
、

、

、

（

）
、

、

（

南

、
狩
野
直
喜
、
富
岡
謙
蔵
、
磯
野
惟
秋
、
石
濱
純
太
郎
、
本
田
成
之
、
青
木
正
児
、
岡
崎

）
文
夫
、
藤
林
廣
超
、
神
田
喜
一
郎
、
吉
田
鋭
雄
、
定
恵
苗
、
藤
澤
章
（
黄
坡
）
と
な
る
。
こ

─

の
資
料
に
つ
い
て
は
、
堤
一
昭
「
石
濱
純
太
郎
は
、
い
つ
内
藤
湖
南
に
出
会
っ
た
の
か
？

新
出
資
料
『
景
社
紀
事
』
の
紹
介
を
兼
ね
て

（
吾
妻
重
二
編
『
東
西
学
術
研
究
と
文
化
交

─
」

渉

（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
九
年

、
同
「
石
濱
文
庫
蔵
石
濱
純
太
郎
自
筆
稿
本
類
の

』

）

発
見

明
治
末
年
の

支
那
文
学
科

の
学
修

大
正
初
年
の

文
会

資
料
と
し
て

待

─

─

「

」

、

「

」

」（
『

兼
山
論
叢
』
第
五
十
二
号
、
二
〇
二
〇
年
）
参
照
。

（

）
麗
沢
社
は
、
明
治
の
は
じ
め
に
重
野
安
繹
が
起
こ
し
た
文
章
研
究
会
。
明
治
五
年
（
一
八
七

15

二
）
に
創
設
さ
れ
た
旧
雨
社
を
合
併
継
承
し
、
明
治
三
十
六
年
頃
ま
で
活
動
し
た
。
天
囚
の

記
し
た
該
当
部
の
原
文
は
以
下
の
通
り

「
彦
少
時
從
先
師
成
齋
先
生
列
于
麗
澤
文
社
之
末
、

。

觀
先
師
及
海
南
鹿
門
櫻
泉
諸
先
生
毎
文
成
互
相
點
竄
、
而
知
世
所
謂
大
家
鴻
匠
猶
且
就
正
朋

、

、

」
。「

」

。

友
磨
礪
匪
懈
如
此

此
其
文
章
博
大

固
非
偶
然
也

成
斎

は
重
野
安
繹
の
号
で
あ
る

、

「

」

（

）
、

重
野

小
牧
以
外
で
名
が
あ
が
っ
て
い
る

海
南

は
藤
野
正
啓

一
八
二
六
～
一
八
八
八

ふ

じ

の

ま

さ

ひ

ら

太
政
官
修
史
局
編
修
と
し
て
重
野
と
と
も
に
幕
末
史
の
叙
述
を
担
当
し
た

「
鹿
門
」
は
重
野

。

と
昌
平
黌
の
同
門
で
あ
っ
た
岡
鹿
門
（
一
八
三
三
～
一
九
一
四
）
で
あ
る
。

お

か

ろ

く

も

ん

（

）
景
社
の
結
成
か
ら
本
格
的
な
活
動
開
始
ま
で
か
な
り
の
時
間
が
あ
い
て
い
る
理
由
は
不
明
で

16

あ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
は
、
懐
徳
堂
の
復
興
運
動
に
関
わ
っ
て
い
た
天
囚
自
身
が
多
忙

で
あ
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た

『
景
社
紀
事
』
で
同
人
の
筆
頭
に
掲
げ

、

、

、

ら
れ
て
い
る
籾
山
逸
也
は
日
本
・
台
湾
の
間
を
往
復
し
て
い
た
が

完
全
に
帰
国
す
る
の
は

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
五
月
で
あ
っ
た
。
籾
山
と
天
囚
は
、
漢
詩
文
の
教
養
と
い
う
共
通

、

。

、

点
に
加
え
て

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
経
歴
と
い
う
点
で
も
共
通
し
て
い
た

天
囚
は

、

。

こ
の
籾
山
の
帰
国
を
一
つ
の
契
機
と
し
て

本
格
的
な
活
動
を
開
始
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る

『
景
社
紀
事
』
に
よ
れ
ば
、
大
正
四
年
一
月
の
第
一
回
か
ら
大
正
六
年
九
月
の
第
二
十
六
回

ま
で
、
籾
山
と
天
囚
は
ほ
ぼ
毎
回
出
席
し
て
お
り
、
中
に
は
、
大
正
五
年
五
月
の
第
十
五
回

の
よ
う
に
、
天
囚
と
籾
山
の
二
人
だ
け
の
会
合
と
い
う
の
も
あ
っ
た
。
籾
山
が
欠
席
し
た
の

、

「

」

。

は

こ
の

景
社
題
名
第
三

の
時
と
大
正
六
年
一
月
の
第
二
十
一
回
の
計
二
回
の
み
で
あ
る

（

）
ま
た

「
景
社
題
名
第
三
」
に
署
名
し
た
長
尾
雨
山
は
「
學
然
後
知
不
足
（
学
び
て
然
る
後
に

、

17
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足
ら
ざ
る
を
知
る

」
と
記
し
た
が
、
こ
れ
は
『
礼
記
』
学
記
篇
の
言
葉
。
内
藤
湖
南
の
記
し

）

た
「
修
辭
立
誠
（
辞
を
修
め
誠
を
立
つ

」
は
『
易
経
』
乾
卦
・
文
言
伝
に
基
づ
く
言
葉
で
あ

）

る
。
岡
崎
、
石
濱
、
藤
林
が
こ
う
し
た
漢
文
を
記
し
て
い
な
い
の
は
、
若
輩
の
新
参
者
と
し

て
遠
慮
し
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
参
考
ま
で
に
、
景
社
が
本
格
的
に
始
動
す
る
大
正
四

年
（
一
九
一
五
）
時
点
で
の
年
齢
（
数
え
年
）
を
記
す
と
、
籾
山
逸
也
六
十
歳
、
西
村
天
囚

五
十
一
歳
、
小
牧
桜
泉
七
十
二
歳
で
あ
る
。
そ
の
後
入
会
し
た
同
人
に
つ
い
て
、
入
会
時
点

の
年
齢
を
記
す
と
、
長
尾
雨
山
五
十
三
歳
、
狩
野
直
喜
四
十
九
歳
と
な
る
。
こ
れ
ら
先
輩
に

対
し
て
岡
崎
、
石
濱
、
藤
林
は
、
入
会
時
の
年
齢
が
と
も
に
二
十
九
歳
で
あ
っ
た
。

（

）
こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
石
濱
純
太
郎
・
石
濱
恒
夫
と
懐
徳
堂

（
吾
妻
重
二
編

」
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『
東
西
学
術
研
究
と
文
化
交
渉

（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
九
年
）
参
照
。

』

【
附
記
】

本
稿
は
、
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
に
大
阪
大
学
文
学
研
究
科
と
鹿
児
島
県
西
之
表
市
と
が
正
式

締
結
し
た
共
同
研
究
「
西
村
天
囚
関
係
資
料
の
研
究

、
お
よ
び
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
基
盤

」

研
究
Ｂ
「
日
本
近
代
人
文
学
の
再
構
築
と
漢
学
の
伝
統

西
村
天
囚
関
係
新
資
料
の
調
査
研
究
を
中

─

心
と
し
て

（
Ｊ
Ｐ
２
１
Ｈ
０
０
４
６
５
、
研
究
代
表
者
は
島
根
大
学
竹
田
健
二
教
授
、
湯
浅
は
分

─
」

担
者
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

大
阪
市
中
央
公
会
堂
の
写
真
撮
影
な
ら
び
に
掲
載
に
つ
い
て
は
公
会
堂
の
許
可
を
得
、
関
連
情
報

に
つ
い
て
は
黒
田
毅
副
館
長
よ
り
懇
切
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
西
村
天
囚
「
大
阪
市
公

会
堂
壁
記
」
草
稿
の
撮
影
と
掲
載
に
つ
い
て
は
、
種
子
島
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー
（
鉄
砲
館
）
の
許
可

を
得
た
。

こ
こ
に
記
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

【
関
係
略
年
表
】

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）

西
村
天
囚
、
種
子
島
に
生
ま
れ
る
。

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）

岩
本
栄
之
助
、
大
阪
に
生
ま
れ
る
。

明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
十
一
月

旧
公
会
堂
中
之
島
に
竣
工
。

明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
秋

岩
本
栄
之
助
が
渋
沢
栄
一
を
団
長
と
す
る
渡
米
実
業
団
に
加
わ
り
米
国
視
察
。

明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
三
月

岩
本
が
大
阪
市
に
百
万
円
の
寄
附
を
表
明
。
そ
の
「
趣
意
書
」
に
よ
り
、
使
途
を
渋
沢
栄
一
に
一
任

（
そ
の
後
、
渋
沢
が
立
案
委
員
会
と
協
議

「
中
央
公
会
堂
」
建
設
が
決
定

。

、

）

明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
八
月

西
村
天
囚
、
旧
公
会
堂
で
の
講
演
「
大
阪
の
威
厳
」
で
こ
の
百
万
円
に
言
及
。

大
正
二
年
（
一
九
一
二
）
三
月

旧
公
会
堂
が
天
王
寺
公
園
内
に
移
設
さ
れ
る
。

大
正
二
年
（
一
九
一
二
）
六
月
二
十
八
日

大
阪
市
中
央
公
会
堂
着
工
。

大
正
二
年
（
一
九
一
二
）
十
月
十
五
日

池
上
四
郎
、
第
六
代
大
阪
市
長
に
就
任
。

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
十
月
八
日

渋
沢
栄
一
を
招
い
て
定
礎
式
挙
行
。

大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
十
月
二
十
七
日

岩
本
、
株
取
引
に
失
敗
し
困
窮
し
て
自
殺
。

大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
六
月

西
村
天
囚
、
大
阪
市
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
壁
記
起
草
開
始
。

大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
十
一
月
十
七
日

大
阪
市
中
央
公
会
堂
落
成
奉
告
祭
が
挙
行
さ
れ
る
。


